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 介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。この手引きは作成時点でまと

めていますが、今後変更も予想されますので、常に最新情報を入手するようにしてください。 
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１ 基準とは 
 

【事業の『基準』とは】 

 

〇介護保険上の位置付け 

（指定地域密着型サービスの事業の基準）   

第７８条の３ 指定地域密着型サービス事業者は、次条第２項又は第５項に規定する指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な

指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評

価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立

ってこれを提供するように努めなければならない。   

２ （略）   

第７８条の４ 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定め

る基準（※）に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有

しなければならない。   

２ 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町

村の条例で定める。   

３～７（略）   

８ 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に

基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。   

＜介護保険法より抜粋＞  

※ 上天草市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５

年３月２５日条例第１５号） 

 

○ 基準の性格  

１ 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定

めたものであり、指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければなら

ないこと。   

２ 指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場

合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らか

になった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守する勧告を行い、②相当の期間内に勧告に従わ

なかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が

無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期間を定めて当該勧告に係る措置をとるよ

う命令することができるものであること。ただし、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った

経緯等を公表しなければならない。なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、

又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正

なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させ
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ること）ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものと

して、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるもの

であること。  

①  次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき   

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかっ

たとき   

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービス

を利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき   

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償として、金

品その他の財産上の利益を収受したとき   

②  利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき   

③  その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき   

３ 特に、指定地域密着型サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由

に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであるこ

と。  

  

 

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは】 

地域密着型介護老人福祉施設とは、老人福祉法に基づく特別養護老人ホーム（入所定員が２９人以下

であるものに限る。）に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて「地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護」を提供することを目的とする施設をいいます。 

「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、入所する要介護者に対して、 

①入浴・排せつ・食事等の介護、日常生活の世話 

②機能訓練 

③健康管理 

④療養上の世話を行うものです。 

これらのサービスは、施設に常勤する介護支援専門員が作成した地域密着型施設サービス計画に基づ

き行われます。 

入所対象者は、身体上または精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介

護者です。施設では、可能な限り在宅の生活への復帰を念頭にサービスを提供し、在宅での日常生活が可

能となったら、本人や家族の希望、退所後の環境等をふまえて、円滑な退所のための援助を行います。 

 

（介護保険法） 

第８条第２２項 

この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第２０条の５に規定する特別養

護老人ホーム（入所定員が２９人以下であるものに限る。以下この項において同じ。）であって、当該

特別養護老人ホームに入所する要介護者（厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態であ

る者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以
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下この項及び第２７項において同じ。）に対し、地域密着型施設サービス計画（地域密着型介護老人福

祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その

他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。）に基づいて、入浴、排

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目

的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉

施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 

 

（老人福祉法） 

第２０条の５ 

特別養護老人ホームは、第１１条第１項第２号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービ

スに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目

的とする施設とする。 

 

※ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定基準は市の条例で定めていますが、「介護報酬の

解釈２（通称：赤本）」で内容の確認ができるよう、本稿においては基準省令の条項で記載しています。 
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２ 人員・設備・運営に関する基準について 

人員に関する基準 

 従業者は専ら当該施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない

場合は、この限りでない。 

 地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
特別養護老人ホーム 

施設長 

 【資格要件】 

社会福祉法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者若しくは社会福祉

事業に２年以上従事した者又はこれと

同等以上の能力を有すると認められる

者でなければならない。 

・「社会福祉法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者」 

→社会福祉主事、社会福祉士、精神保

健福祉士 

管理者 

・常勤、専従で１人 

・当該施設の管理上支障がない場合は、

当該施設の他の職務、同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等又は当該施設の

サテライト型居住施設の職務に従事

可。 

 

医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数。 

生活相談員 

常勤で１以上 

生活相談員は、「社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこ

れと同等以上の能力を有すると認められる者」でなければならない。 

なお、職員の配置に当たっては、入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援

助等を行う能力を有する者をもって充てるよう、特に配慮すること。（令和３年７

月１６日県高齢者支援課長通知） 

【資格要件】 

・「社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者」 

→社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士 

令和３年７月１日から県（市）において、以下の資格要件を追加 

・「又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」 

→介護支援専門員、介護福祉士（当該取得の前後において３年以上の実務経験

を有する者をもって充てること） 

介護職員又は看

護師若しくは准

看護所（看護職

員） 

①介護職員及び看護職員の総数 

常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

②介護職員のうち、１人以上は常勤でなければならない。 

③看護職員のうち、１人以上は常勤でなければならない。 

栄養士又は管理

栄養士 

１以上 
（基準第１３１条第１項ただし書き） 

他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、入所者の処遇に支障がない場合（※）は、栄養士又は管理栄養士を置かないこ

とができる。 
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※「入所者の処遇に支障がない場合」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄

養士又は管理栄養士との兼務や地域の栄養指導員（健康増進法第１９条に規定する

栄養指導員をいう。）との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている

場合であること。 

機能訓練指導員 

・１以上 

・当該施設の他の職務との兼務可 

・日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を

行う能力を有すると認められる者でなければならない。 

【資格要件】 

・「訓練を行う能力を有すると認められる者」 

→理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサ

ージ指圧師、はり師又はきゅう師（※１）の資格を有する者 

介護支援専門員 

・常勤、専従で１以上 

・入所者の処遇に支障がない場合は、当

該施設の他の職務との兼務可（※２） 

・増員分２人目からは非常勤可 

 

 

調理員、事務員、

その他の職員 

 当該特別養護老人ホームの実情に応じ

た適当数 

（※１）はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復

師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能

訓練指導に従事した経験を有する者に限る。） 

（※２）この場合、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当

該他の職務に係る勤務時間として参入することができる。なお、居宅介護支援事業者の介護支援

専門員との兼務は認められない。 

ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員についてはこの限りではない。 

 

● 併設事業所の人員基準の緩和 

いずれも処遇等が適切に行われる場合に限り、人員基準の緩和を認めている。（兼務を認める。） 

①指定（介護予防）短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員 

・医師・生活相談員・栄養士・機能訓練指導員 

②指定（介護予防）通所介護事業所、指定（介護予防）認知症対応型通所介護事業所に置かないこと

ができる人員 

・生活相談員・機能訓練指導員 

※指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所の入所定員は、当該地

域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。なお、指定通所介護事業所、指定地域密

着型通所介護事業所、指定小規模多機能事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。 

 

● 特別養護老人ホームの職員は当該施設の職務に専念すべきこととしたものであり、職員の他の職業

との兼業を禁止する趣旨のものではなく、また、当該特別養護老人ホームを運営する法人内の他の職務

であっても、同時並行的に行われるものではない職務であれば、各々の職務に従事すべき時間帯が明確

に区分された上で勤務することは差し支えない。 
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問： 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職

務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇

職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。  

答： 特別養護老人ホームに従事する職員についての専従要件は、他の職業との兼業を禁止する趣旨の

ものではないため、特別養護老人ホームに従事する時間帯以外の時間帯であることを勤務表等で

明確にした上で、それらの活動に従事することは可能である。  

 

問： 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職

務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数

に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する

必要があると考えてよいか。  

答： 貴見のとおりである。  

 

問： 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法にお

ける職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。  

答： 貴見のとおりである。  

 

問： 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処

遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社

会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると

考えてよいか。  

また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある

他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。  

答： 貴見のとおりである。 

 

問： 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外

出をすることは認められるか。  

答： ご指摘の一時的に入院した入所者の状況の確認のための外出については、一般的には、特別養護

老人ホームに従事する生活相談員として通常果たすべき業務の範囲内と考えられるところであり、

特別養護老人ホームに従事する時間帯に行っても差し支えないと考える。  

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

● ユニット型の勤務体制確保 

・入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する

観点から職員配置を行わなければならない。 

・ユニット部分の従業者はユニットケアの特性から固定メンバーが望ましい。 
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・従業者が１人１人の入居者について、個性、心身の状況、生活歴などを具体的に把握した上で、その

日常生活上の活動を適切に援助するためには、いわゆる「馴染みの関係」が求められる。 

昼間 ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置 

夜間、深夜 
２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務

に従事する職員として配置 

ユニットごと 常勤のユニットリーダーを配置  

 

● ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に２名以上配置する。 

（２ユニット以下の場合は、１名でよい。） 

研修受講者が配置されているユニット以外のユニットでは、ユニットにおけるケアに責任を持つ従

業者を決めることで可。この場合、研修受講者は、研修で得た知識などをリーダー研修を受講していな

いユニットの責任者に伝達するなど当該施設におけるユニットケアの質の向上の中核となることが求

められる。 

 

● 常勤換算方法による職員数の算定方法等について暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又

は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第２位

以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的に１

割の範囲内で減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、職員数が減少しなかっ

たものとみなすこととする。  

その他、常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおりとすること。  

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１

３号）第１３条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育

児・介護休業法」という。）第２３条第１項、同条第３項又は同法第２４条に規定する所定労働

時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が

講じられている場合、３０時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が

勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。  

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ

き時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達していることをいうものであ

るが、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられてい

る者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常

勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うことを可能とする。  

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が労働基準法（昭和２２年

法律第４９号）第６５条に規定する休業、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に

規定する育児休業、同条第２号に規定する介護休業、同法第２３条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号

に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該

要件において求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算するこ
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とにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

 

○ 常勤要件について 

問： 各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業

法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を３

０時間としているときは、当該対象者については３０時間勤務することで「常勤」として取り扱っ

て良いか。  

答： そのような取扱いで差し支えない。  

 

問： 各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第２３条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか。  

答： 労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外

されていることから、「管理者」が労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者に該当する場合

は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。  

なお、労働基準法第４１条第２号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件

の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実

態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われている

者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講じなければ

ならない。  

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第２３条第１項の措置とは別に、同項の

所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育て

の両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 

                         平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.1） 

 

○ 人員配置基準における両立支援  

問： 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・

介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人

員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断す

るのか。  

答： 介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・

定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。  

 

＜常勤の計算＞  

・ 育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時間

勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利用する場

合についても、３０時間以上の勤務で、常勤扱いとする。  
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＜常勤換算の計算＞  

・ 職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等

を利用する場合、週３０時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。  

＜同等の資質を有する者の特例＞  

・ 「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休業、

母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換

算することで、人員配置基準を満たすことを認める。  

・ なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年

数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことであ

る。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

○ 人員配置基準の見直し  

問： 今回の基準省令改正により、  

・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること  

・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する

場合に、管理者・介護職員が兼務すること  

・ 本体施設が（地域密着型）特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談

員を置かないこと  

・ 地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型を除く）において、栄養士を置かないこと  

・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を１ユニットの定員が１

５人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。  

答： 今回の基準省令改正に伴い、併設施設の職員の兼務等を認める場合にあっても、以下の点に十分

留意いただきたい。 

－ 食事、入浴、排せつ等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立

し、尊厳ある日常生活を営むことができるよう、十分な数の職員が確保され、ケアの質が担保されて

いること 

－ 職員の休憩時間の確保や有給休暇の取得など労務管理が適切になされるために十分な数の職員を

確保し、シフトを組むことによって、一人の職員に過度な負担がかからないよう配慮されているこ

と 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 
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設備に関する基準 

従来型 

居室 

・１の居室の定員：１人 

※ただし、サービス提供上必要と認められる場合で、入所者同士の

視線の遮断を確保し、簡易に個室への転換が可能な構造の場合は、

４人以下とすることができる。 

・入所者１人当たりの床面積：１０．６５㎡以上（内法） 

・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

静養室 ・介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。  

洗面設備 
・居室のある階ごとに設けること。  

・要介護者が使用するのに適したものとすること。  

便所 
・居室のある階ごとに居室に近接して設けること。  

・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

・要介護者が使用するのに適したものとすること。  

食堂及び機能訓

練室 

・それぞれ必要な広さを有し、合計面積は「３㎡×入所定員」以上。  

（ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の

提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、

同一の場所とすることができる）  

・必要な備品を備えること。  

ユニッ

ト型 

ユニット 
１ユニットの入居定員は、原則としておおむね１０人以下とし、１５人

を超えないものとする。  

居室 

・１の居室の定員：１人  

※夫婦などサービス提供上必要と認められる場合は２人  

・いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して一

体的に設ける。  

・個人の使い慣れた家具を持ち込むことができる。  

・入所者１人当たりの床面積：１０．６５㎡以上（内法）  

※２人の場合は床面積２１．３㎡以上（内法）  

※居室に洗面設備が設けられている場合はその面積は含む、居室内に

便所を設けている場合はその面積を除く。  

・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

共同生活室 

・いずれかのユニットに属し、当該ユニットの入居者が交流し、共同で

日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。  

・床面積：「２㎡×入居定員」以上を標準  

・必要な設備及び備品（テーブル・いす等）を備える。（簡易な流し、調

理設備を設けることが望ましい。）  

洗面設備 
・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。  

・要介護者が使用するのに適したものであること。  

便所 

・居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。  

・要介護者が使用するのに適したものであること。  

・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

浴室 
要介護者が入浴するのに適したものとすること。（居室のある階ごとに

設けることが望ましい。）  
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医務室 

医療法第１条の５第２項に規定する診療所とすることとし、入所者を診

療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨

床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定地域密着型介護老人

福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居

住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な

医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける

ことで足りるものとする。  

廊下幅 

１．５ｍ以上とすること。ただし、中廊下の幅は、１．８ｍ以上とする

こと。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者

等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらない

ことができる。  

消火設備・非常用設備 

など 

消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければなら

ない。  

 

 

● 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 

居室 

・地階に設けてはならない。 

・寝台又はこれに代わる設備を設けること。 

・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

・床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよ

うにすること。 

・身の回りの品を保管できる設備を設けること。 

静養室 

・介護職員室又は看護職員室に近接して設ける。 

・地階に設けてはならない。 

・寝台又はこれに代わる設備を設けること。 

・１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける

こと。 

・床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるよ

うにすること。 

・身の回りの品を保管できる設備を設けること。 

・ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

調理室 

・火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並

びに防虫及び防鼠の設備を設ける。 

介護職員室 
・居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

・必要な備品を備えること。 

看護職員室  

面談室  

洗濯室又は洗濯場  

汚物処理室 
・他の設備と区分された一定のスペースを有すれば足りる。 

・換気、衛生管理等に十分配慮する。 

介護材料室  

廊下幅 内法によるものとし、手すりから測定 
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事務室その他の運営

上必要な設備 
 

その他 

・居室、静養室等は３階以上の階に設けてはならない。ただし、各号（省略）

のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限

りでない。 

・廊下、便所その他必要な場所に常夜灯をつけること。 

・廊下及び階段には手すりを設けること。 

・階段の傾斜は緩やかにすること。 

・居室、静養室等が２階以上の階にある場合は１以上の傾斜路を設けること。

ただしエレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

・汚物処理室は、他の設備と区分された一定のスペースを有すれば足りるも

のである。ただし、換気及び衛生管理等に十分配慮すること。 

・焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、

静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。 

 

● 設備に関する要件 

① ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生活を保障する居室（使い慣れた家具等を持ち

込むことができる個室）と少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅で居間に相

当する部分）が不可欠であることから、施設全体をこうした居室と共同生活室によって一体的に構

成される場所（ユニット）を単位として構成し、運営しなければならない。 

② 入居者が自室あるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことができるよう、他のユニ

ットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることのできる場所を設けることが望ま

しい。 

③ ユニット 

ユニットは、居宅に近い居住環境の下で居宅における生活に近い日常の生活でケアを行うという

ユニットケアの特徴を踏まえたものでなければならない。 

 

● ユニット型の場合の注意点 

○ 当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられる居室とは 

１．共同生活室に隣接している居室 

２．共同生活室には隣接していないが、１の居室と隣接している居室 

３．その他共同生活室に近接して一体的に設けられている居室 

 

○ １ユニットの入居定員 

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係

を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものであることから、１のユニットの入居定員

は、おおむね１０人以下とすることを原則とする。ただし、各ユニットにおいて入居者が相互に社

会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合には、

入居定員が１５人までのユニットも認める。 
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○ 居室の床面積には、居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設

けられているときはその面積を除く。 

 

○ 「ユニット型個室的多床室」（経過措置） 

令和３年４月１日に現に存するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（基本的な設備が完成

しているものを含み、令和３年４月１日以降に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）に

おいて、ユニットに属さない居室を改修してユニットが造られている場合であり、床面積が、１０．

６５㎡以上（居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられて

いるときはその面積を除く。）であるもの。 

この場合、入居者同士の視線が遮断され、入居者のプライバシーが十分に確保されていれば、天井

と壁との間に一定の隙間が生じても差し支えない。壁については、家具等のように可動のもので室内

を区分しただけでは認められず、可動でないものであって、プライバシーの確保のために適切な素材

であることが必要。居室として一定程度以上の大きさの窓も必要。 

 

○ 共同生活室の「ふさわしい形状」の要件 

ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するた

めには、次の２つの条件を満たす必要がある。 

１ 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動する

ことができるようになっていること。 

２ 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだ

りすることが可能な備品（テーブル、椅子等）を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障

なく通過できる形状が確保されていること。 

また、入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易

な流し、調理設備を設けることが望ましい。 

 

○ 洗面設備、便所 

居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支え

ない。この場合は、共同生活室の１カ所に集中して設けるのではなく、２カ所以上に分散して設ける

ことが望ましい。 

 

● 施設の建物の専用区画等の変更について 

※指定地域密着型介護老人保健施設（介護老人福祉施設）と短期入所生活介護の居室を入れ替える

場合は、変更届書の届出が必要。 

  ※補助金が出ている場合は、返還が生じることがあるため、居室の入れ替えをする前に県・市へ事前

に相談すること。 
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運営に関する基準 

 

〇 利用者の人権擁護、虐待防止等のための措置（第３条） 

指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。 

（虐待の防止に係る措置は、令和６年３月３１日まで努力義務。令和６年４月１日より義務化） 

 

〇 介護保険等関連情報の活用（第３条） 

指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第１１８

条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努

めなければならない。 

この場合、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）」に情報を提出し、当該情報及びフィードバッ

ク情報を活用することが望ましい。 

 

〇 内容及び手続の説明及び同意（第３条の７） 

１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又は

その家族に対し、運営規程の概要（基準第１４８条に規定）、従業者の勤務体制、事故発生時の対

応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年

月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならな

い。 

２ 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付

に代えて、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、事業者

は、当該文書を交付したものとみなす。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 

イ 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続

する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録する方法 

ロ 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項

を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法に

よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録

しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを
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交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又は

その家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

５ 事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじ

め、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示

し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。  

一 第２項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの  

二 ファイルへの記録の方式  

６ 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法に

より電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対

し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申

込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。  

 

〇 提供拒否の禁止（第３条の８） 

サービスの提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは。  

① 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合（定員、勤務体制の確保等）  

② 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合  

③ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合（入院治療を必要

とする状態等）  

※「身元引受人がいないこと」は、正当な理由になりません。  

 

〇 入退所（第１３４条） 

【対象】 

・原則、要介護３以上の者 

・居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむ得ない事由がある場合要介護１・要

介護２の者で、特例的に施設への入所が認められる者。  

【入所に際して】 

・その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握しなければなら

ない。 

【入所中】 

・入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、入所者が居宅において日常生活を営むこ 

とができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。  

検討メンバー：生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等  

【居宅での生活が可能と判断される入所者に対して】 

・当該入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘
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案し、その者の円滑な退所のために必要な援助※を行わなければならない。  

（※家庭での介護方法等に関する適切な指導、居宅介護支援事業者等に対する情報提供等）  

【退所に際して】  

・居宅介護支援事業者に対する情報提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。  

 

〇 利用料等の受領（第１３６条、１６１条） 

第３項  

１ 食事の提供に要する費用  

２ 居住に要する費用  

３ 特別な室料（厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等）  

４ 特別メニューの食費（ 〃 ）  

５ 理美容代  

６ その他の日常生活費（通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて）  

① 日常生活の身の回り品（歯ブラシ・化粧品等）  

② 教養娯楽として日常生活に必要なもの（一律に提供される教養娯楽（テレビ・カラオケ等）は不

可）  

③ 健康管理費（インフルエンザ予防接種等）  

④ 預かり金の収納管理に係る費用（適切な出納管理が行われていることが要件）  

⑤ 私物の洗濯代（入所者の希望により個別に外部のクリーニング店に取り継ぐもの）  

第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、入所（入居）者又

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所（入

居）者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意

については、文書によるものとする。  

 

〇 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 

【従来型（第１３７条）】 

１ 地域密着型施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、

その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。  

２ 地域密着型施設サービスは、地域密着型施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとな

らないよう配慮して行われなければならない。  

３ 施設の従業者は、地域密着型施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はそ

の家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。  

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、指定地域密着型介護福祉施設サービスの提供に当たっては、

当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。  

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ
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の際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じ

なければならない。  

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以

上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。  

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。  

７ （略）  

  

【ユニット型（１６２条）】 

１ 入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生

活を営むことができるようにするため、地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常

生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして

行われなければならない。 

   ※ 入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮することが

必要。 

   ※ 一人一人の入居者について、個性、心身の状況、入居に至るまでの生活歴とその中で

培われてきた生活様式や生活習慣を具体的に把握したうえで、その日常生活上の活動

を適切に援助する。 

   ※ 入居者の意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常生活動作にない動作を通じた機

能訓練など、過程の中では通常行われないことを行うのは、サービスとして適当では

ない。 

２ 各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して

行われなければならない。 

   ※従業者は、入居者間相互の信頼関係が醸成されるよう配慮することが必要であるが、同

時に、入居者が他の入居者の生活に過度に干渉し、自律的な生活を損なうことのないよ

うにすることにも配慮が必要。 

３ 入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の

防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならな

い。 

５ 入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

わなければならない。 

６～９ （略） 
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≪解釈通知≫ 

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会 

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、

事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を

明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが

必要であるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置して

いる場合、これと一体的に設置・運営することも差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会の責任者

はケア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家

を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 

また、身体的拘束適正化検討委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニ

ケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ

ンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

指定地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘

束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従

業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 

 具体的には、次のようなことを想定している。 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。 

ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、イ

の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。 

ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析すること。 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結

果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。 

 

身体的拘束等の適正化のための指針 

 次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 
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身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修 

 研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも

に、当該地域密着型指定地域密着型介護老人福祉施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うもの

とする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該地域密着型指定地域密着型介護老人福祉施設が指

針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時

には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での研

修で差し支えない。 

 

〇 地域密着型施設サービス計画の作成（第１３８条） ※令和３年度改正 

１ 計画担当介護支援専門員による地域密着型施設サービスの作成  

２ 総合的な地域密着型施設サービスの作成  

３ 課題分析の実施  

４ 課題分析における留意点  

５ 地域密着型サービス計画原案の作成  

６ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取  

計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する指定介護福祉施設サービスの

提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族（以下この号におい

て「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者

等の同意を得なければならない。）をいう。以下同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、当

該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものと

する。  

７ 地域密着型施設サービス計画原案の説明および同意  

８ 地域密着型施設サービス計画の交付  

９ 地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握及び評価等  

１０ モニタリングの実施  

１１ 地域密着型施設サービス計画の変更  

≪解釈通知≫ 

①～④（略） 

⑤ 地域密着型施設サービス計画原案の作成（第５項） 

地域密着型施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケ

アの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアが実

施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

⑥ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取（第６項） 

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所

者又はその家族（以下この⑥において「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電
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話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用

に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

なお、同項で定める他の担当者とは、医師、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員及び

管理栄養士等の当該入所者の介護及び生活状況等に関係する者を指すものである。 

 

〇 介護 

従来型（第１３９条） ユニット型（第１６３条） 

１ 入所者の自立の支援及び日常生活の充実に

資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適

切な技術をもって行わなければならない。  

２ １週間に２回以上、適切な方法により、入所

者を入浴させ、又は清しきしなければならな

い。  

３ 排泄の自立について必要な援助を行わなけ

ればならない。 

４ おむつを使用せざるを得ない入所者のおむ

つを適切に取り替えなければならない。  

５ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うと

ともに、その発生を予防するための体制を整

備しなければならない。  

６ 離床、着替え、整容等の介護を適切に行わな

ければならない。  

７ 常時１人以上の介護職員を介護に従事させ

なければならない。  

８ 入所者に対し、その負担により当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者

による介護を受けさせてはならない 

１ 各ユニットについて入居者が相互に社会的関係

を築き※１、自律的な日常生活を営む※２ことを支援  

※１ 単に入居者が家事の中で役割をもつことを

支援するにとどまらず、例えば入居者相互の

間で、頼り、頼られるといった精神面での役

割が生まれることを支援することにも留意す

る。 

※２ 入居者の日常生活上の活動への援助が過剰

なものとなることのないよう留意する。  

２ 入居者の日常生活における家事（食事の簡単な

下準備や配膳、後片付け、清掃やごみだしなど）

を、入居者が、その心身の状況等に応じてそれぞ

れの役割を持って行うよう支援しなければならな

い。  

３ 入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な

生活を営むことができるよう、適切な方法により、

入居者に入浴の機会を提供しなければならない。  

４ 排泄の自立について必要な援助を行わなければ

ならない。  

５ おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを

適切に取り替えなければならない。  

６ 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うととも

に、その発生を予防するための体制を整備しなけ

ればならない。  

７ 離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなけ

ればならない。  

８ 常時１人以上の介護職員を介護に従事させなけ

ればならない。  

９ 入所者に対し、その負担により当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介

護を受けさせてはならない。  
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〇 栄養管理（第１４３条の２） ※令和３年度新設 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活

を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。  

≪解釈通知≫ 

基準第１４３条の２は、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対する栄養管理について、令和

３年度より栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことを

踏まえ、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたものである。ただ

し、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないことができる施設について

は、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 

栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

① 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員

その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を

作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図ること。なお、

栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア

計画の作成に代えることができるものとすること。 

② 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定

期的に記録すること。 

③ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。 

④ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及

び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３

年３月１６日老認発０３１６第３号、老老発０３１６第２号）第４において示しているので、参考と

されたい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附則第

８条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされてい

る。 

 

問： 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあた

って歯科医師の関与や配置は必要か。  

答： 多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応

じて行うものである。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）  

 

〇 口腔衛生の管理（第１４３条の３） ※令和３年度新設 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営む

ことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的

に行わなければならない。  
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≪解釈通知≫ 

基準第１４３条の３は、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者に対する口腔衛生の管理につい

て、令和３年度より口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所者の

口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。 

① 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対

する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回以上行うこと。 

② ①の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計

画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制

に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管

理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること。 

イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助

言及び指導又は②の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯

科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第９条において、３年間の経過措置

を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。 

 

〇 入所者の入院期間中の取扱い（第１４５条） 

入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３月以内

に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて

適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定地域密着

型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。  

 

〇 緊急時等の対応（第１４５条の２） 

現に施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合

のため、あらかじめ、配置医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなけれ

ばならない。 

 

〇 管理者による管理（第１４６条） 

指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に

従事する常勤の者でなければならない。ただし当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障が

ない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所

の場合は、管理者としての職務を除く。）に従事することができる。  
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〇 管理者の責務（第２８条） 

１ 従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。  

２ 従業者に「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護に関する事項）」を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとす

る。  

 

〇 計画担当介護支援専門員の責務（基準第１４７条） ※令和３年度改正 

１ 入所申込者の入所に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、入所者の心身の状況、生

活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握する。  

２ 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことがで

きるかどうかについて定期的に検討する。  

３ 心身の状況、置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認めら

れる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘

案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行う。  

４ 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対

して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携する。  

５ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

する。  

６ 苦情の内容等を記録する。  

７ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。  

８ 地域密着型施設サービス計画の作成を行う。  

① 総合的な計画作成  

入所者の日常生活全般を支援する観点から、入所者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給

付等対象サービス以外の、当該地域の住民による入所者の話し相手、会食などの自発的な活動に

よるサービス等も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けることにより、総合的な計画

となるよう努めなければならない 

② 課題分析の実施  

適切な方法により、入所者の有する日常生活上の能力や置かれている環境等の評価を通じて、

入所者が生活の質を維持・向上させていく上で現に抱える問題点を客観的に明らかにし、入所者

が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。  

③ 課題分析における留意点  

解決すべき課題の把握（アセスメント）に当たっては、必ず入所者及びその家族に面接して行

わなければならない。この場合、入所者やその家族との信頼関係、協働関係の構築が重要であり、

面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。なお、家

族への面接については、幅広く課題を把握する観点から、テレビ電話等の通信機器等の活用によ

り行われるものを含むものとする。  
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④ 地域密着型施設サービス計画原案の作成  

入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果による専門的見地に基づき、入所者の

家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全

般の解決すべき課題、サービス（機能訓練、看護、介護、食事等）の具体的目標（長期的・短期

的目標）、その明確な達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意事項等を記載

した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。目標達成時期には計画や提供サービス

の評価を行うことも重要である。  

なお、ここでいう指定地域密着型介護福祉施設サービスの内容には、当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の行事及び日課等も含むものである。  

地域密着型施設サービス計画の作成にあたっては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・

ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケ

アが実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

⑤ サービス担当者会議等による専門的意見の聴取  

サービス担当者会議を開催し、各担当者（医師・生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練

指導員・栄養士等）に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求める。  

サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、

入所者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等

の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

⑥ 地域密着型施設サービス計画原案の説明及び同意  

地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書

により入所者の同意を得なければならない。  

⑦ 地域密着型施設サービス計画の交付  

地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなけ

ればならない。地域密着型施設サービス計画は、その完結の日から５年間保存しなければならな

い。  

⑧ 地域密着型施設サービス計画の実施状況等の把握及び評価等  

地域密着型施設サービス計画の作成後も、入所者及びその家族、各担当者と継続して連絡調整

を行い、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、必要に応じて地域

密着型施設サービス計画の変更を行う。各担当者と緊密な連携を図り、入所者の解決すべき課題

の変化が認められる場合は、円滑に連絡が行われる体制の整備に務めなければならない。 

⑨ モニタリングの実施  

地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）については、入所者及びその

家族、各担当者との連絡を継続的に行うこととし、定期的に入所者と面接して行うこと。モニタ

リングの結果についても定期的に記録すること。  

⑩ 地域密着型施設サービス計画の変更の必要性についてのサービス担当者会議等の開催による
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専門的意見の聴取  

地域密着型施設サービス計画の変更や次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開

催、各担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、各担当者から、

専門的な見地からの意見を求めなければならない。  

１ 入所者が要介護更新認定を受けた場合、 

２ 入所者が要介護状態区分の変更認定を受けた場合  

⑪ 地域密着型施設サービス計画の変更  

地域密着型施設サービス計画を変更する際には、①～⑦の一連の業務を行うことが必要である 

 

〇 運営規程（基準第１４８条、第１６６条） ※令和３年度改正 

指定地域密着型介護老人福祉施設・ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めておかなければならない。 

（運営規程）  

１ 施設の目的及び運営の方針  

２ 従業者の職種、員数及び職務の内容  

３ 【従来型】   ・入所定員  

【ユニット型】 ・入居定員  

・ユニットの数及びユニットごとの入居定員  

４ 【従来型】  

・入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容※１及び利用料その

他の費用の額※２  

※１ 年間行事・レクレーション及び日課等を含めたサービスの内容  

※２ 基準第１３６条第３項により支払を受けることが認められている費用の額  

【ユニット型】  

・入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容※１及び利用料その

他の費用の額※２  

※１ 入居者が、自ら生活様式や生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよ

うに、１日の生活の流れの中で行われる支援の内容  

※２ 基準第１６１条第３項により支払を受けることが認められている費用の額  

５ 施設の利用にあたっての留意事項  

入所（入居）者が指定地域密着型介護老人福祉サービスの提供を受ける際の、入所（入居）者

側が留意すべき事項（入所（入居）生活上のルール、設備の利用上の留意事項等）  

６ 緊急時等における対応方法  

基準第１４５条の２の緊急時等の対応に関する具体的計画  

７ 非常災害対策  

基準第３２条の非常災害に関する具体的計画  
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８ 虐待の防止のための措置に関する事項  

基準第３条の３８の２の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方

法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場合の

対応方法等を指す内容であること。  

９ その他施設の運営に関する重要事項  

入所（入居）者又は他の入所（入居）者等の生命又は身体を保護するため緊急をやむを得ない

場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくことが望ましい。  

 

問： 令和３年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所等に義務づ

けられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱うのか。  

答： ・介護保険法施行規則に基づき運営規程については、変更がある場合は都道府県知事又は市町

村長に届け出ることとされているが、今般介護サービス事業所等に対し義務づけられたものの

うち、経過措置が定められているものについては、当該期間においては、都道府県知事等に届

け出ることまで求めるものではないこと。  

・一方、これらの取組については、経過措置期間であってもより早期に取組を行うことが望ま

しいものであることに留意すること。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．７）  

 

〇 運営規程に定めなければならない「サービス利用料その他の費用の額」 

（サービス利用料その他の費用の額）  

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供した場合の利用料の額は、法定代理受領サービ

スに該当する場合は介護報酬告示上の額に各入所（入居）者の介護保険負担割合証に記載された負

担割合を乗じた額とし、法定代理受領サービスに該当しない場合には介護報酬告示上の額とする。  

２ 前項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額を受けるものとする。  

ただし、食費、居住費については、入所（入居）者が市から「介護保険負担限度額認定証」の交

付を受けている場合は、認定証に記載された負担限度額とする。  

（１）食費            ○○○円（日額）  

（２）居住費  ユニット型個室  ○○○円（日額）  

従来型個室    ○○○円（日額）  

多床室      ○○○円（日額）  

（３）特別な室料  

（４）特別メニューの食費  

（５）理美容代          ○○○円  

（６）その他の日常生活費  

・日常生活の身の回り品（歯ブラシ・化粧品等）  

・教養娯楽として日常生活に必要なもの（一律に提供される教養娯楽（テレビ・カラオケ等）

は不可）  
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・健康管理費（インフルエンザ予防接種等）  

・預かり金の収納管理に係る費用（曖昧な額は不可。積算根拠が明確でなければならない）  

・私物の洗濯代（外部のクリーニング店が行うもの）  

 ※（７）サービス提供とは関係のない費用 

 ・個人用の日用品で、個人の嗜好による「贅沢品」 

 ・個人用の日用品で、個別の希望に応じて立て替え払いで購入した費用 

 ・個人専用の家電製品の電気代 

 ・全く個人の希望に応じ、施設が代わって購入する雑誌、新聞等の代金 

 ・事業者が実施する倶楽部活動や行事であっても、一般的に想定されるサービス提供の

範囲を超えるもの 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合は、その提供にあたって、あらかじめ入所（入居）者又はその

家族に対し、サービスの内容及び費用について文書で交付して説明を行い、同意について入所（入

居）者等署名を受けることとする。 

４ 前第１項の法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護福祉施設サービスに係る費

用の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型介護福祉施設サービスの内容、費用の額その

他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所（入居）者に交付する。  

 ※（７）の「サービス提供とは関係のない費用」（個人の嗜好品や個別の生活上の必要によるも

のの購入等、施設サービスの一環とはいえない便宜の費用）については「料金を掲示したもの以

外に、入所者からの依頼により購入する日常生活品については実費を徴収する」との表示でも可。 

これも、入所者の希望を確認した上で提供されるもので、一律提供・画一的徴収は認められない。

（個人の自由な選択に基づく。） 

また、内容や費用の掲示・説明と同意書による確認などは「その他の日常生活費」と同様に取り扱

うことが適当。 

 

（注意点） 

●おむつ代、おむつカバー代、これらの洗濯代は一切徴収できない。（介護保険の算定に含まれる。） 

●「その他の日常生活費」 

施設サービスの一環として提供する便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、その入所者等に負担させることが適当と認められるもの。入所者等の希望を確認した上

で提供されるもので、一律提供・画一的徴収は認められない。（個人の自由な選択に基づく。） 

●「その他の日常生活費」の受領基準･･･次の基準を遵守しなければならない。 

・保険対象サービスと重複しない 

・名目、内訳の明確化 

・事前の説明と同意 

・実費相当額の範囲内 

・費用の運営規程での定めと施設での掲示（額が変動するものについては「実費」との表示で可） 
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●預り金の出納管理を適正に行うための要件 

１ 責任者及び補助者が選定され、印鑑と通帳が別々に保管されている 

２ 出納事務の内容が、常に複数の者により確認できる体制であること 

３ 保管依頼書（契約書）、個人別出納台帳など、必要な書類が備えてあること 

※「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」（平成１２年３月３０日付け老

企第５４号）参照 

 

●領収書（介護保険施行規則第８２条） 

領収書には、①介護保険の給付に係る利用料の額、②食費・居住費、③その他の費用の額（その他

の日常生活費・特別なサービスの費用）を区分して記載し、③その他の費用の額はそれぞれ個別の費

用ごとに区分して記載する必要がある。 

 

〇 勤務体制の確保等（第１４９条、第１６７条） 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

２ （略） 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を

確保しなければならない。その際、当該地域密着型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全て

の従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令

で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基

礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護福祉施設サービスの提供を

確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

≪解釈通知≫ 

入所者に対する適切な指定地域密着型介護福祉施設サービスの提供を確保するため、職員の勤務体制

等について規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

① 原則として、月ごとに勤務表（介護職員の勤務体制を２以上で行っている場合はその勤務体制ごと

の勤務表）を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護職員及び看護職員等の配

置、管理者との兼務関係等を明確にすることを定めたものであること。 

② （略） 

③ 同条第３項は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者の資質の向上を図るため、研修機関

が実施する研修や当該施設内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものであるこ

と。 

④ 同項後段は、指定地域密着型介護老人福祉施設に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係

の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義
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務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症

についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施

するものであること。 

当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎

的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項において規定されてい

る看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了

者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課

程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第５条において、３年間の経過措置

を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。指定地域密着型介護老人福祉

施設は、令和６年３月３１日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し認知症介護基礎

研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。また、新卒採用、中途採用を問わず、施

設が新たに採用した従業者（医療・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用

については、採用後１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎

研修を受講させることとする（この場合についても、令和６年３月３１日までは努力義務で差し支えな

い）。 

⑤ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年

法律第１１３号）第１１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生

活の充実等に関する法律（昭和４１年法律第１３２号）第３０条の２第１項の規定に基づき、事業主

には、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場におけるハラスメ

ント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられていることを踏ま

え、規定したものである。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取

組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメントについては、上司や同僚に限ら

ず、入所者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業者が講ずべき措置の具体的内容 

事業者が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関

して雇用管理上構ずべき措置等についての指針（平成１８年厚生労働省告示第６１５号）及び事業

主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置

等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）

において規定されているとおりであるが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を

明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対応

する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労

働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の
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職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第２４号）附則

第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業

生活の充実等に関する法律第３０条の２第１項の規定により、中小企業（資本金が３億円以下又は

常時使用する従業員の数が３００人以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となった。 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防

止のために、事業者が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備、②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談

対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の

実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、入所者又はその家

族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業者が講ずべき措置の具

体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、

「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。この際、上

記マニュアルや手引きについては、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考にされたい。 

○認知症介護基礎研修の義務づけについて 

問： 養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない

者は、義務づけの対象外とすることが可能か。 

答： 養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に

係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高

校の卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により

単に卒業が証明できれば対象外として差し支えない。 

 

問： 認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることは可能か。 

答： 認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症

の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。 

 

問： 認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

答： 認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温か

く見守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介

護に携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、

基礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、

認知症サポーター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。 

 

問： 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性が

ない者についても、義務付けの対象となるのか。  

答： 人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性が

ない者については、義務付けの対象外である。一方で、義務付けの趣旨を踏まえ、認知症介護に携

わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施するためには、人員配
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置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わらない者であって

も、当該研修を受講することを妨げるものではなく、各施設において積極的に判断いただきたい。 

  

○外国人介護職員への認知症介護基礎研修の義務付けについて  

問： 外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。  

答： ＥＰＡ介護福祉士、在留資格「介護」等の医療・福祉関係の有資格者を除き、従業員の員数とし

て算定される従業者であって直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格にかかわら

ず、義務づけの対象となる。  

 

問： 外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があ

るのか。  

答： 認知症介護基礎研修は、法令等に基づき受講が義務づけられるものであることから、技能実習制

度運用要領第４章第２節第３（２）を踏まえ、技能実習計画への記載は不要である（令和６年３月

までの間、努力義務として行う場合も同様。）。なお、受講に係る給与や時間管理が通常の技能実

習と同様に行われることや、研修の受講状況について、技能実習指導員が適切に管理することが

必要である。  

 

問： 外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材は提供され

るのか。  

答： 令和３年度中に、日本語能力試験のＮ４レベルを基準としたｅラーニング教材の作成を行うと

ともに、介護分野の在留資格「特定技能」に係る試験を実施している言語（フィリピン、インドネ

シア、モンゴル、ネパール、カンボジア、ベトナム、中国、タイ、ミャンマーの言語）を基本とし

て外国人介護職員向けのｅラーニング補助教材を作成することを予定している。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）  

 

〇 業務継続計画の策定等（第１５７条（第３条の３０の２準用）） ※令和３年度新設 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対す

る指定地域密着型介護老人福祉施設の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施しなければならない。 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 ※３年間の経過措置あり 

 

（業務継続計画の取り組み内容） 

・他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

・研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 
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（業務継続計画に記載すべき項目） 

業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施

設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業

所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災害等は地域

によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災

害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必

要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

 

（研修の実施） 

研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常

時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するとともに、新規採

用時には別に研修を実施すること。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業

務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施するこ

とも差し支えない。 

 

（訓練の実施） 

訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよ

う、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケア

の演習等を定期的（年２回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練につ

いては、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。また、

災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支

えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組

み合わせながら実施することが適切である。 
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〇 定員の遵守（第１５０条、１６８条） 

入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむ

を得ない事情がある場合は、この限りでない。  

 ● 特例利用について 

   →「厚生大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算

定方法の一部改正等について（平成１２年１１月２１日老振第７７号・老健第１２３号）  

 

○ 近い将来、特別養護老人ホーム本体に入所することが見込まれる者がその家族が急遽入院

したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など、要介護者の事情

を勘案して施設入所を認めることが適当と認められる者に対しては、特別養護老人ホーム

（指定介護老人福祉施設）が満床であって、当該特別養護老人ホームに併設される指定短期

入所生活介護事業所（以下「併設事業所」という。）に空床がある場合に限り、特別養護老

人ホームの入所定員の５／１００（小数点以下切り捨て）を限度として併設事業所のベッド

を利用して指定介護福祉施設サービスを提供することができ、このことによる入所定員の超

過については減算の対象としない。  

ただし、特例利用者と併設事業所における指定短期入所生活介護の利用者数とを合計した

場合に、併設事業所の利用定員及び居室の定員を超えることとなる場合は、短期入所生活介

護利用者の短期入所生活介護費について定員超過利用の減算が適用される。 

 

・人員基準：算定方法は、特例利用の場合も特段の変更はない。 

本体入所者、特例入所者、併設事業所の利用者を合算した数について、常勤換算 

方法により必要とされる従業者の数を確保しなければならない。  

・定  員：利用・入所定員の変更の必要はない。  

 

○ 特例利用は、あくまで例外的に併設事業所の事業の専用の居室のベッドを利用して指定介

護福祉施設サービスを提供することを認めるもので、当該特例利用対象者は、近い将来、特

別養護老人ホーム本体に入所することが見込まれる者であることから、特例利用の実施中に

指定介護老人福祉施設に空床が発生した場合は、特例利用者を速やかに指定介護老人福祉施

設に移さなければならない。 

 

● 「福祉の措置等による定員超過利用」と「特例利用の定員超過利用」はそれぞれ別個 

の特例措置であるので、それぞれの特例措置で定員超過を行う場合は、それぞれの限度

を遵守しなければならない。どちらかの特例措置の限度を超えている場合は、当然減算

されることになる。⇒定員超過利用の減算：Ｐ４９ 

 

● 災害・虐待等の事情による措置 

単なる特別養護老人ホームへの入所措置であれば、介護報酬上の減算の対象外となるのは、定員

の５％増（定員２９人の地域密着型特別養護老人ホームでは１人まで）だが、虐待に関わる場合で
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あれば、措置による入所であるかどうかを問わず、かつ、定員を５％超過した場合であっても、介

護報酬の減算対象とはならない。 

 

（参考）虐待への対応に関して 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の第１０条で、市町村は、養

護者による高齢者虐待を受けた高齢者について、老人福祉法の規定による措置を採るために必要な

居室を確保するための措置を講ずるものとされている。 

「居室を確保するための措置」としては、地域によってベッドの空き状況などが異なるため、各自治

体の状況に応じた工夫がなされるが、介護報酬の取扱として、介護老人福祉施設が高齢者虐待に係る

高齢者を入所させた場合は、定員を超過した場合でも減算の対象とならないことを、市町村が事業所

に対して周知することが必要。 

 

〇 非常災害対策（第１５７条（第３２条準用）） ※令和３年度改正 

１ 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

  【水防法等の一部改正（平成２９年６月）】 

「要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画作成等の義務化等」とし

て、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内に所在し、市町村地域防災計画に定められた施設に

ついては、避難確保計画を作成する義務と避難訓練を実施する義務が課された。    

２ 前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければな

らない。 

 

● 衛生管理等（第１５１条） 

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療

機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症

又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の

従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防

止のための指針を整備すること。 

三 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症
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及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止の

ための訓練を定期的に実施すること。 

四 前３号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の

対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

≪解釈通知≫  

① 基準第１５１条第１項は、指定地域密着型介護老人福祉施設の必要最低限の衛生管理等を規定した

ものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。 

イ 調理及び配膳に伴う衛生は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等関係法規に準じて行わ

れなければならない。 

なお、食事の提供に使用する食器等の消毒も適正に行われなければならないこと。 

ロ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を

求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 

ハ 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その

発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等が発出されているので、これに基づ

き、適切な措置を講じること。 

ニ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 

② 基準第１５１条第２項に規定する感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように講ずるべき

措置については、具体的には次のイからホまでの取扱いとすること。 

イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該施設における感染対策委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医

師、看護職員、介護職員、栄養士又は管理栄養士、生活相談員）により構成する。構成メンバーの

責務及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要である。感染対

策委員会は、入所者の状況など施設の状況に応じ、おおむね３月に１回以上、定期的に開催すると

ともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

なお、感染対策委員会は、運営委員会など施設内の他の委員会と独立して設置・運営することが

必要であるが、基準第１５５条第１項第３号に規定する事故発生の防止のための委員会について

は、関係する職種、取り扱う事項等が感染対策委員会と相互に関係が深いと認められることから、

これと一体的に設置・運営することも差し支えない。感染対策担当者は看護師であることが望まし

い。  

また、施設外の感染管理等の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。  

ロ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針  

当該施設における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対

策及び発生時の対応を規定する。  

平常時の対策としては、施設内の衛生管理（環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理

等）、日常のケアにかかる感染対策（標準的な予防策（例えば、血液・体液・分泌液・排泄物
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（便）などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め）、手洗い

の基本、早期発見のための日常の観察項目）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡

大の防止、医療機関や保健所、市町村における施設関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政

への報告等が想定される。また、発生時における施設内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制

を整備し、明記しておくことも必要である。  

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照

されたい。 

 ハ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修  

介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修」の

内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針

に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。  

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成

し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施す

ることが重要である。また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対

しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。  

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。  

研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」

等を活用するなど、施設内での研修で差し支えない。  

ニ 感染症の予防及びまん延の防止のための訓練  

平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーシ

ョン）を定期的（年２回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において

迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の

確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとする。  

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に

組み合わせながら実施することが適切である。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第11条において、３年間の経過

措置を設けており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務とされている。  

ホ 施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その

結果感染症や既往であっても、一定の場合を除き、サービス提供を断る正当な理由には該当しないも

のである。こうした者が入所する場合には、感染対策担当者は、介護職員その他の従業者に対し、当

該感染症に関する知識、対応等について周知することが必要である。 

 

〇 掲示（第１５７条（第３条の３２準用）） ※令和３年度改正 

事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービ 

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。 

     ↓ 

制度の変更、重要事項の変更等に留意すること。 

なお、上記に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自 



37 

 

由に閲覧させることにより、掲示に代えることができる。 

（留意点） 

イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はそ 

の家族に対して見やすい場所のことであること。 

ロ 従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、 

従業者の氏名まで掲示することを求めるものではないこと。 

◎事業所内に掲示を行うもの 

重要事項説明書､個人情報の使用、苦情相談窓口、指令書等 

 

〇 秘密保持等（第１５３条） 

従業者及び元従業者は、利用者・家族の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。 

従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす 

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

個人情報を使用する場合は、利用者及び家族から、あらかじめ文書による同意を得ておかなければ 

ならない。 

 

〇 苦情処理（第１５７条（第３条の３６準用）） 

利用者・家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じること。 苦情受付箱の設置、苦情相談窓口の掲示、ポスターの掲示等  

 

〇 地域との連携等（第１５７条（第３４条準用）） ※令和３年度改正 

サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者（町内会役員・民生委

員・老人クラブ代表等）、市職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型通所介護について知

見を有する者等により構成される協議会「運営推進会議（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当

該利用者等の同意を得なければならない。）」を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に

対し指定地域密着型通所介護の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営

推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

 

※運営推進会議については共通編参照。 

 

〇 事故発生の防止及び発生時の対応（第１５５条）  

１ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定め

る措置を講じなければならない。  

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のため

の指針を整備すること。  

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、
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その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。  

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。  

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。  

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。  

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。  

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

≪解釈通知≫ 

① 事故発生の防止のための指針（第１項第１号）  

指定地域密着型介護老人福祉施設が整備する「事故発生の防止のための指針」には、次のような項

目を盛り込むこととする。  

イ 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方  

ロ 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項  

ハ 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針  

ニ 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合

（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いもの（以下

「介護事故等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に

関する基本方針  

ホ 介護事故等発生時の対応に関する基本方針  

ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針  

ト その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針  

② 事実の報告及びその分析を通じた改善策の従業者に対する周知徹底（第１項第２号）  

指定地域密着型介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護

事故等について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業

者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。  

具体的には、次のようなことを想定している。  

イ 介護事故等について報告するための様式を整備すること。  

ロ 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、イ

の様式に従い、介護事故等について報告すること。  

ハ ③の事故発生の防止のための委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析するこ

と。  

ニ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果

等をとりまとめ、防止策を検討すること。  

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。  
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ヘ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。 

③ 事故発生の防止のための委員会（第１項第３号）  

指定地域密着型介護老人福祉施設における「事故発生の防止のための検討委員会」（以下「事故防

止検討委員会」という。）は、介護事故発生の防止及び再発防止のための対策を検討する委員会であ

り、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員）に

より構成し、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にすることが必要である。  

事故防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイ

ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

なお、事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要で

あるが、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している

場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。事故防止検討委員会の責任者はケア

全般の責任者であることが望ましい。  

また、事故防止検討委員会に施設外の安全対策の専門家を委員として積極的に活用することが望ま

しい。  

④ 事故発生の防止のための従業者に対する研修（第１項第３号）  

介護職員その他の従業者に対する事故発生の防止のための研修の内容としては、事故発生防止の基

礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における

指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとする。  

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が指針に基づ

いた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必

ず事故発生の防止の研修を実施することが重要である。  

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、職員研修施設内での研

修で差し支えない。 

⑤ 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者（第１項第４号）  

指定地域密着型介護老人福祉施設における事故発生を防止するための体制として、①から④までに

掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、事

故防止検討委員会の安全対策担当者と同一の従業者が務めることが望ましい。  

⑥ 損害賠償（第４項）  

指定地域密着型介護老人福祉施設は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければなら

ない。そのため、損害賠償保険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 

 

〇 虐待の防止（第１５７条（第３条の３８の２準用）） ※令和３年度新設 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならな

い。 

一 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底

を図ること。 
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二 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

【解釈通知】 

虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成１７年法律第１２４号。以下「高齢者虐待防止法」と

いう。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成

されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定地域密着型介護老人福祉施設事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけな

がらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等を通じ

て、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する

養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定地域密着型介護老人福祉施設事業所の従業者は、虐待等を発見しやすい立場にあることから、こ

れらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）が

とられていることが望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村

への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定地域密着型介護老人

福祉施設事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協

力するよう努めることとする。 

 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防

止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月３１日まで

の間は、努力義務とされている。 

 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発

を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メ

ンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業

所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想

定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に

応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他
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の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業

所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する

こと。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこ

で得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図

る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関す

ること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針（第２号） 

指定地域密着型介護老人福祉施設事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような

項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹

底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、指定地域密着型介護老人福祉施設事業者が指針に基

づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修（年２回以上）を実施するとともに、新規採用時には

必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。また、研修の実施内容についても記録す

ることが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 
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事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するた

め、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一

の従業者が務めることが望ましい。 

 

〇 記録の整備（第１５６条） 

１ （略）  

２ 以下の記録を整備し、その完結の日から５年間（上天草市条例による）保存しなければならない。  

一 地域密着型施設サービス計画  

二 具体的なサービス内容等の記録  

三 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記

録  

四 利用者に関する市への通知に関する記録  

五 利用者からの苦情の内容等の記録  

六 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録  

七 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録  

 

〇 電磁的記録等（第１８３条）  

① 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存そ

の他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定される

もの（第３条の１０第１項（第１０８条において準用する場合を含む。）、第９５条第１項＝被保

険者証、並びに次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができ

る。 

② 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この省令の規定

において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の

承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識す

ることができない方法をいう。）によることができる。 

 

【解釈通知】 

①の電磁的記録について 

(１) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

(２) 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ
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スク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用

に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保

存する方法 

(３) その他、基準第１８３条第１項及び予防基準第９０条第１項において電磁的記録により行うこと

ができるとされているものは、(１)及び(２)に準じた方法によること。 

(４) また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管

理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

②の電磁的方法について 

(１) 電磁的方法による交付は、基準第３条の７第２項から第６項まで及び予防基準第１１条第２項か

ら第６項までの規定に準じた方法によること。 

(２) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考

えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業

省）」を参考にすること。 

(３) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面にお

ける署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印につい

てのＱ＆Ａ（令和２年６月１９日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

(４) その他、基準第１８３条第２項及び予防基準第９０条第２項において電磁的方法によることがで

きるとされているものは、(１)から(３)までに準じた方法によること。ただし、基準若しくは予防

基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

(５) また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」等を遵守すること。 
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３ 介護報酬算定に関する基準について 

（１）基本報酬 

イ 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護費 

（１日につき） 

従来型 

個室 

（１）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ） 

 （一）要介護１   ５８２単位 

 （二）要介護２   ６５１単位 

 （三）要介護３   ７２２単位 

 （四）要介護４   ７９２単位 

 （五）要介護５   ８６０単位 

多床室 

（２）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ） 

 （一）要介護１   ５８２単位 

 （二）要介護２   ６５１単位 

 （三）要介護３   ７２２単位 

 （四）要介護４   ７９２単位 

 （五）要介護５   ８６０単位 

ロ 

ユニット型 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護費 

（１日につき） 

ユニット型 

個室 

（１）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

 （一）要介護１   ６６１単位 

 （二）要介護２   ７３０単位 

 （三）要介護３   ８０３単位 

 （四）要介護４   ８７４単位 

 （五）要介護５   ９４２単位 

ユニット型 

個室的 

多床室 

（２）経過的ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

 （一）要介護１   ６６１単位 

 （二）要介護２   ７３０単位 

 （三）要介護３   ８０３単位 

 （四）要介護４   ８７４単位 

 （五）要介護５   ９４２単位 

ハ 

経過的地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護費 

（１日につき） 

（１） 

従来型 

個室 

（１）経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ） 

 （一）要介護１   ６７６単位 

 （二）要介護２   ７４２単位 

 （三）要介護３   ８１２単位 

 （四）要介護４   ８７８単位 

 （五）要介護５   ９４３単位 

（２） 

多床室 

（２）経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ） 

 （一）要介護１   ６７６単位 

 （二）要介護２   ７４２単位 

 （三）要介護３   ８１２単位 

 （四）要介護４   ８７８単位 

 （五）要介護５   ９４３単位 

ニ 

経過的ユニット型 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

入所者生活介護費 

（１日につき） 

（１） 

ユニット型 

個室 

（１）経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ） 

 （一）要介護１   ７４８単位 

 （二）要介護２   ８１３単位 

 （三）要介護３   ８８５単位 

 （四）要介護４   ９５２単位 

 （五）要介護５  １，０１６単位 

（２） 

ユニット型 

個室的 

多床室 

（２）経過的ユニット型経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ） 

（一）要介護１   ７４８単位 

 （二）要介護２   ８１３単位 

 （三）要介護３   ８８５単位 

 （四）要介護４   ９５２単位 

 （五）要介護５  １，０１６単位 
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● 居住費・食費の適正な徴収について 

・居住費や食費の入所者負担額は、入所者等と施設の契約により決められる。 

・契約が適正な手続きのもとでなされるために、ガイドライン「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提

供に係る利用料等に関する指針（平成１７年９月８日厚生労働省告示第４１９号）」が次のとおり

策定されている。 

 

１ 適正な手続の確保 

居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る契約の適正な締結を確保するため、次に掲げるところ

により、当該契約に係る手続を行うこと。 

・入所者等又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。 

・当該契約の内容について、入所者等から文書により同意を得ること。 

・居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更

に関し、運営規程への記載を行うとともに事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。 

 

２ 居住・滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料 

（１） 

居住費 

（滞在費 

宿泊費） 

ユニット型個室 

ユニット型個室的多床室 

多床室 

室料＋光熱水費 

利用料の設定に当たって勘案すべき事項 

①施設における建設費用（修繕・維持費

用等を含み、公的助成の有無について

も勘案する） 

②近隣地域に所在する類似施設の家賃 

③光熱水費の平均的な費用 

従来型個室 同上（特例あり） 

（２）食費 食材料費＋調理費  

※従来型個室の特例（居住費負担が「光熱水費相当」になる場合）  

従来型個室への入所者が次のいずれかに該当する場合  

（１）感染症等により、医師が判断した場合（３０日以内）  

（２）著しい精神症状等により、他の同室者に及ぼす重大な影響を考慮し、医師が必要  

と判断した場合 

 

３ その他 

入所者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる居住、

滞在及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。 

問： 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足

給付はどのようになるのか。  

答： 食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定すること

も可能である。特にショートステイ（短期入所生活介護、短期入所療養介護）については、入所の

期間も短いことから、原則として一食ごとに分けて設定する。  

利用者負担第４段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第１段階

から第３段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の

取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足
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給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。  

具体的には、例えば、朝食４００円、昼食４５０円、夕食５３０円と設定した場合、利用者負担第

３段階の方であれば、食費の「負担限度額」は６５０円であるので、朝食のみ（４００円）の場合

は補足給付は行われず、朝食と昼食（８５０円）の場合であれば「負担限度額」との差額２００円

が補足給付として支給される。  

（※ 平成１７年１０月Ｑ＆Ａ（平成１７年９月７日）問４７は削除する。）  

平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）  

 

食費及び居住費の基準費用額と負担限度額 

 食費 
ユニット型 

個室 

ユニット型 

個室的 

多床室 

従来型個室 

（特養等） 

従来型個室 

（老健・療

養等） 

多床室 

（特養等） 

多床室 

（老健・療

養等） 

基準費用額 1,445 2,006 1,668 1,171 1,668 855 377 

負担限度額 
（利用者負担

第３段階②） 

1,360 1,310 1,310 820 1,310 370 370 

負担限度額 
（利用者負担

第３段階①） 

650 1,310 1,310 820 1,310 370 370 

負担限度額 
（利用者負担

第２段階） 

390 820 490 420 490 370 370 

負担限度額 
（利用者負担

第１段階） 

300 820 490 320 490 0 0 

 

 

●  加算の留意点  

１ ミスによる報酬返還を防止するため、単位数表・解釈通知・関連する告示・厚生労働省が発した

Ｑ＆Ａ等をよく確認すること。  

・「指定地域密着型サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」 

・「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費」 

・「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」  

・「厚生労働大臣が定める基準」  

・「厚生労働大臣が定める施設基準」  

・「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」  

・厚生労働省が発した各種Ｑ＆Ａ、連絡事項など  

２ 加算には複数の要件と必須とされる記録がある。要件等は、単位数表、解釈通知その他の通知類

及びＱ＆Ａ等に分散しているため注意すること。  

３ 明文上必須とされている要件や記録については、加算算定要件を満たしていることが事後的に確

認できなければならない。事後調査等で、加算算定時点に要件に合致していないことが判明した場

合は、加算全体が無効になる。  
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これらの要件や記録は、行政機関等の監査のために作成するのものではなく、介護報酬を請求す

るための根拠であるので、請求にあたっては、これらの書類に基づいて行うことになる。  

 

● 説明と同意  

１ 個別的なサービスに係る加算については、基本的に、入所者又はその家族に対する 説明と同意

が必須である。  

２ 他の算定要件が満たされていても、同意がなければ算定できない。 

 

● サービス提供と加算 

１ 各種加算には一定の必要要件があるが、これは加算算定を行うための要件に過ぎない。よって、

これらの要件を満たさないという理由で、各種サービスの提供ができないということではない。単

に、加算算定ができないというだけである。この場合、各種該当サービスは基本報酬の範疇で行わ

れると考えられる。 

２ 原則として入所者全員に算定するものとされている加算については、入所者全員について算定要

件を満たすよう努める必要がある。個々に算定要件を満たしていない場合は当該入所者については

算定できない。 

 

● 加算の届出と算定開始月 

１ 加算等については、届出受理日の翌月（受理日が１日の場合はその月）から算定を開始する。加

算等の体制届出については直接、上天草市高齢者ふれあい課保険給付管理係に届け出る。 

２ 施設の体制等が加算等の基準に該当しなくなった場合は、その日から加算の算定はできない。ま

た、その旨を速やかに届け出なければならない。 

 

● 入所等の日数の数え方について 

１ 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日の両方

を含む。 

２ 同一敷地内の介護保険施設の間で、又は、隣接・近接する介護保険施設等であって相互に職員の

兼務や施設の共用等が行われている場合で、利用者等が介護保険施設等から退所等をしたその日に

他の介護保険施設等に入所等する場合は、入所等の日は含み、退所等の日は含まない。 

（例：短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所した場合は、入所に切り

替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。） 

３ 介護保険施設等を退所等したその日に同一敷地内にある病院・診療所の医療保険適用病床、又

は、隣接・近接する病院・診療所の医療保険適用病床であって相互に職員の兼務や施設の共用等が

行われているものに入院する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む）は、介護保険施設等にお

いては退所の日は算定されない。 

また、同一敷地内の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設に入所等する場合（同一

医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。 
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４ 職員配置等基準の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所した日を含み、退所した

日は含まない。 

 

● 入所者についての診療報酬 

・「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項

等について」（平成１８年４月２８日老老発第０４２８００１号・保医発第０４２８００１号） 

・「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」（平成１８年３月３１日保医発第０

３３１００２号） 
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（２）減算 

夜勤職員基準未満の減算 

ある月（歴月）において、夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１

６時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする。）において夜勤を行う夜勤職員数

が、基準に満たない事態が、「２日以上連続して発生」あるいは「４日以上発生」した場合、その翌月の

すべての入所者等について所定単位数が９７％に減算となる。 

（参考：厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準） 

ユニット型以外 入所者数（※） 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数 

   ～ ２５ １人以上 

２６ ～ ６０ ２人以上 ※１．６ 

ユニット型 ２ユニットごとに１人以上 

空床利用型の短期入所サービスを併せて行う場合は、短期入所サービスの利用者数と特別養護老人ホ

ームの入所者の合計数 

 

※ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合は、１０分の８を乗じて得た数以上 

ⅰ 夜勤時間帯を通じて、利用者の動向を検知できる見守り機器（以下「見守り機器」という。）を

当該事業所の利用者の数以上設置していること。 

ⅱ 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全ての介護職員又は看護職員が情報通信機器を使用し、職員同

士の連携促進が図られていること。 

ⅲ 見守り機器及び情報通信機器（以下「見守り機器等」という。）を活用する際の安全体制及びケ

アの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げる事項を実施し、かつ、見守り機器等を安全

かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、看護職員その他の職種の者と共同して、当

該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。 

（１）夜勤を行う職員による居室への訪問を個別に必要とする利用者への訪問及び当該利用者に対

する適切なケア等による利用者の安全及びケアの質の確保 

（２）夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

（３）夜勤時間帯における緊急時の体制整備 

（４）見守り機器等の定期的な点検 

（５）見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修 

 

定員超過利用の減算 

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準）  

第１５０条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。 

ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。  

 月平均の入所者数が運営規程に定める入所定員（短期入所・施設サービス合計の入所定員）を超過した

場合は、該当月の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、すべての入所者等（短期サービス
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の利用者も含む）について所定単位数が７０％に減算となる。 

※具体的取扱い 

１ 

・市町村による措置（福祉の措置） 

・入院中の入所者の再入所が早まった

（当初の再入所予定日までの間に限る） 

入所定員４０以下 入所定員の１０５％超 

入所定員４０超 入所定員＋２超 

 

２ 

・入所申込者の家族の急遽入院等、事情を勘案して施設に入所するこ

とが適当と認められる者に対し、併設の短期入所の空床を利用して

サービスを提供する場合 

（特例利用）→Ｐ３３ 

入所定員の１０５％超 

 

３ 

・災害、虐待の受け入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利

用が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続すること

がやむを得ないと認められる場合は翌月も含む）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせ

ず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している

場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行う。（災害・虐待等の事情による措置） 

 

※あくまでも一時的かつ特例的なものであるため、速やかに定員超過利用を解消する必要がある。 

※適正なサービスの提供を確保するために定員超過利用の未然防止を図るよう努めなければならな

い。 

 

人員基準欠如の減算 

人員基準欠如減算の対象職種は、介護職員、看護職員、介護支援専門員 

 

① 入所者に対する介護職員又は看護職員の総数配置が３：１となる数 

② 入所者に対する看護職員の数 

が基準人員から 

・１割を超えて減少した場合は、該当月の翌月から解消月まで 

・１割の範囲内で減少した場合は、該当月の翌々月から解消月まで（翌月の末日において基準を満 

たすに至っている場合を除く） 

すべての入所者等について所定単位数が７０％に減算となる。 

 

・介護支援専門員の数が基準から欠如した場合は、該当月の翌々月から解消月まで 

（翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く）、 

すべての入所者等について所定単位数が７０％に減算となる。 

※ 適正なサービスの提供を確保するために、人員基準欠如の未然防止を図るよう努めなければ

ならない。 

※ 届け出ていた看護・介護職員等の職員配置を満たせなくなった場合には、事業者又は施設は

該当することとなった職員配置を速やかに市町村長に届けなければならない。 
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ユニットケアにおける体制が未整備である場合の減算 

 

● 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

● ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

● ある月(歴月)において上記の基準を満たさない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満た

ない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、１日につき所定単位数の９７％に相当す

る単位数を算定する。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 

身体拘束廃止未実施減算 

● 施設において身体的拘束等が行われていた場合ではなく、 

・ 身体的拘束等を行う場合の記録(その態様、時間、入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理

由)を行っていない場合 

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を３月に１回以上開催していない場合 

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない場合 

・ 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する定期的な研修(年２回以上、新規採用時)を実施

していない場合に、入所者全員について所定単位数から所定単位数の１０％を減算する。 

 

● 記録等を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じ

た月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の

翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することと

なる。 

 

※ 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続きについて、指針などを定めておくこと。 

※ 入所者及びその家族等に対して、身体的拘束等の内容・目的・理由・時間・時間帯・期間等をでき

るだけ詳細に説明し、十分な理解を得るように努めること。 

 

問： （介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護）身体拘束廃止未実施減算に

ついては、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提

出した後、事実が生じた月から３ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告すること

とし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされて

いるが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつか

らいつまでが減算となるのか。また、平成１８年４月前の身体拘束について記録を行っていなか

った場合は、減算の対象となるのか。  

・身体拘束の記録を行っていなかった日 ：平成１８年４月２日  
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・記録を行っていなかったことを発見した日：平成１８年７月１日  

・改善計画を市町村長に提出した日 ：平成１８年７月５日  

答： 身体拘束廃止未実施減算については､身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やか

に改善計画を市町村長に提出し、これに基づく改善状況を３か月後に報告することになっている

が、これは、事実が生じた月に改善計画を速やかに提出させ改善計画提出後最低３か月間は減算

するということである。  

したがって、お尋ねのケースの場合、改善計画が提出された平成１８年７月を基準とし減算は

その翌月の同年８月から開始し、最短でもその３か月後の１０月までとなる。なお、身体拘束廃止

未実施減算は、平成１８年４月から新たに設けたものであることから、同月以降に行った身体拘

束について記録を行っていなかった場合に減算対象となる。  

介護制度改革ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．１２７）  

 

問： 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点か

ら減算を適用するか。  

答： 施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針等を整備する

必要があるため、それ以降の減算になる。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

問： 身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速や

かに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３か月後に改善計画に基づく改善状

況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ

いて減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うこ

とはできないのか。  

答： 改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えな

い。当該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当該計画に基づ

く改善が認められた月まで継続する。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）  

 

安全管理体制未実施減算  Ｒ３：新設 

別に厚生労働大臣が定める基準（指定地域密着型サービス基準第１５５条第１項）を満たさない場合

は、安全管理体制未実施減算として、１日につき５単位を所定単位数から減算する。 

※令和３年１０月１日から適用。算定要件を再度確認いただき、減算が生じないよう御留意ください。 

 

（指定地域密着型サービス基準） 

第１５５条第１項 指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次

の各号に定める措置を講じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指
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針を整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その

分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）及

び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

≪留意事項≫ 

安全管理体制未実施減算については、指定地域密着型サービス基準第１５５条第１項に規定する基準

を満たさない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入

所者全員について、所定単位数から減算することとする。 

 

栄養管理に係る（栄養ケア・マネジメント未実施）減算 Ｒ３：新設 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につき１４単位を所定単位数から減算す

る。 

 ※３年間の経過措置が設けられており、令和６年３月３１日までの間は、努力義務。 

 

（厚生労働大臣が定める基準） 

指定地域密着型サービス基準第１３１条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること及び指

定地域密着型サービス基準第１４３条の２（指定地域密着型サービス基準第１６９条において準用する

場合を含む。）に規定する基準のいずれにも適合していること。 

（指定地域密着型サービス基準） 

第１３１条 

四 栄養士又は管理栄養士 １以上 

第１４３条の２ 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を

営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

≪留意事項≫ 

栄養管理の基準を満たさない場合の減算については、指定地域密着型サービス基準第１３１条に定め

る栄養士又は管理栄養士の員数若しくは指定地域密着型サービス基準第１４３条の２（指定地域密着型

サービス基準第１６９条において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場

合に、その翌々月から基準に満たさない状況が解決されるに至った月まで、入所者全員について、所定単

位数が減算されることとする。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。） 
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（３）加算 

日常生活継続支援加算 Ｒ３：改正 

日常生活継続支援加算Ⅰ（従来型）  ３６単位/日 

日常生活継続支援加算Ⅱ（ユニット型）４６単位/日 

居宅での生活が困難であり、介護老人福祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状

態の者や認知症である者等を積極的に入所させるとともに、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置

し、質の高い介護福祉施設サービスを提供することにより、そうした入所者が可能な限り個人の尊厳を

保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援することを評価するもの。 

【要件】次の１～３を満たすこと。 

 １ ①～③のいずれかに該当すること。 

① 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数のうち、要介護４又は

５の者の占める割合  ７０/１００以上 

  ② 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数のうち、日常生活に支

障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者

の割合 

   ＝日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の占める割合  ６５/１００以上 

※①②は、届出を行った月以降においても、毎月において直近６月間又は１２月間のこれらの割

合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合については、毎月記録す

るものとし、所定の割合を下回った場合については、当月から算定不可。 

  ③ 入所者総数のうち、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為を必要とす

る者の占める割合   １５/１００以上 

     ※社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第１条各号に掲げる行為は以下のとおり。 

・口腔内の喀痰吸引 

・鼻腔内の喀痰吸引 

・気管カニューレ内部の喀痰吸引 

・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

・経鼻経管栄養 

※③は、届出日の属する月の前４月から前々月までの３月間のそれぞれの末日時点の割合の平

均について算出すること。また、届出を行った月以降においても、毎月において前４月から

前々月までの３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。こ

れらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ち

に第１の５の届出を提出しなければならない。 
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 ２ 介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数を増すごとに１以上であるこ

と。ただし、次に掲げる規定のいずれにも適合する場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、

入所者の数が７又はその端数を増すごとに１以上であること。※ 

ａ 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」という。）

を複数種類使用していること。 

ｂ 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、アセスメント（入所者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように

支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。）及び入所者の身体の状況等の評価を行

い、職員の配置の状況等の見直しを行っていること。 

ｃ 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に掲げ

る事項を実施し、かつ、介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護職員、

看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と共同して、当該委員会において必要な検討等を行

い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。 

ⅰ 入所者の安全及びケアの質の確保 

ⅱ 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

ⅲ 介護機器の定期的な点検 

ⅳ 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修 

 

※ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が７又はその端数を増すごとに１以上で

ある場合においては、次の要件を満たすこと。 

イ 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を複数種類使用」とは、以下に

掲げる介護機器を使用することであり、少なくともａからｃまでに掲げる介護機器は使用すること

とする。その際、ａの機器は全ての居室に設置し、ｂの機器は全ての介護職員が使用すること。 

ａ 見守り機器（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサ

ーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守

りに資する機器をいう。以下同じ。） 

ｂ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器 

ｃ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するＩＣＴ機器 

ｄ 移乗支援機器 

ｅ その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器 

介護機器の選定にあたっては、事業所の現状の把握及び業務面において抱えている課題の洗い

出しを行い、業務内容を整理し、従業者それぞれの担うべき業務内容及び介護機器の活用方法を

明確化した上で、洗い出した課題の解決のために必要な種類の介護機器を選定すること。 

ロ 介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時間は、ケアの質の向上及び

職員の負担の軽減に資する取組に充てること。 

ケアの質の向上への取組については、幅広い職種の者が共同して、見守り機器やバイタルサイン

等の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参考にしながら、適切なアセスメントや入居者の
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身体の状況等の評価等を行い、必要に応じ、業務体制を見直すこと。 

ハ 「介護機器を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「介護機器活用委員会」という。）

は３月に１回以上行うこと。介護機器活用委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 

また、介護機器活用委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む幅広い職種や役

割の者が参画するものとし、実際にケアを行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。 

ニ 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。具体的には次の事項等の実

施により利用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

ａ 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の状態把握に活用するこ

と。 

ｂ 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状況を把握し、その原因

を分析して再発の防止策を検討すること。 

ホ 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的には、実際にケ

アを行う介護福祉士を含めた介護職員に対してアンケートやヒアリング等を行い、介護機器の導入

後における次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。 

ａ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

ｂ １日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

ｃ 休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ヘ 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないことを確認する等のチェックを行う

仕組みを設けること。また、介護機器のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

ト 介護機器の使用方法の講習や介護事故又はヒヤリ・ハット事例（介護事故には至らなかったが介

護事故が発生しそうになった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハット事例等」という。）の周知、

その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 

この場合の要件で入居継続支援加算を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設けるこ

ととする。入居者の安全及びケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から介護機器活用委員会

を設置し、当該委員会において、介護機器の使用後の人員体制とその際の職員の負担のバランスに

配慮しながら、介護機器の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確

保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で、届出をすること。なお、試行期間中にお

いては、通常の入居継続支援加算の要件を満たすこととする。 

届出にあたり、市町村等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概

要を提出すること。また、介護施設のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員

の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

 

※介護職員のなかの介護福祉士で算定。（看護職員や生活相談員等の他職種は除く。） 

※常勤換算方法で算出。（併設ショートと兼務する場合は按分による。） 

※前３ヶ月平均値を毎月算定し、満たさなくなった場合は、当月から算定不可。 
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３ 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。 

※当該加算を算定する場合にあっては、サービス提供体制強化加算は算定できない。ただし、サービ

ス提供体制強化加算の要件を満たしている場合は、併設及び空床利用型の短期入所生活介護事業

所においてサービス提供体制強化加算は、算定可能。 

※ 要件１①②のそれぞれの割合を算出する際には、対象となる新規入所者ごとにその入所の日にお

ける要介護度及び日常生活自立度の判定結果を用いること。 

また、届出を行った月以降においても、毎月において直近６月間又は１２月間のこれらの割合が

それぞれ所定の割合以上であることが必要。これらの割合については、毎月記録するものとし、所

定の割合を下回った場合については、直ちに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提

出しなければならない。 

 

※ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算定する際の入所者数は、当該年度

の前年度の平均を用いる。この場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者等の延数を当該前年度

の日数で除して得た数とし、小数点第２位以下を切り上げる。 

 

※ 介護福祉士の員数については、届出日前３ヶ月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて

算出した値が、必要な人数を満たすものでなければならない。介護福祉士については、各月の前月

の末日時点で資格を有している者とする。 

 

届出を行った月以降においても、毎月において直近３ヶ月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満

たすことが必要。必要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに「介護給付費算定に係る体制等に関す

る届出書」を提出しなければならない。 

 

※「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法  

１ 「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成５年１０月２６日老健第１

３５号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度（以下「日常生活

自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医

意見書（以下「判定結果」という。）を用いる。  

２ １の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計

画に記載する。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成２１年９月３０日

老発０９３０第５号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３ 主治医の

意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見 (１)日常生活の自立度

等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいう。  

なお、複数の判定結果がある場合にあっては最も新しい判定を用いる。  

３ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む）



58 

 

にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「２（４）

認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生

活自立度」欄の記載を用いる。  

 

問： 入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度

の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利

用型のショートステイではどうか。 

答： 当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空床利用型の別を問わず、ショート

ステイの利用者は含まず、本体施設である介護老人福祉施設の入所者のみに着目して算出すべき

である。 

 

問： 介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのよう

な取扱いとするか。 

答： 併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基

づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに

割り振った上で（例：前年度の入所者数平均が４０人の本体施設と１０人のショートステイの間

で均等に兼務している場合は常勤換算でそれぞれ０．８人と０．２人とするなど）、本体施設での

勤務に係る部分のみを加算算定のための計算の対象とする。その際、実態として本体施設と併設

のショートステイにおける勤務時間が１：１程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設の

みにおいてカウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められない。 

空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業務を本体施設における業務

と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず本体施設に勤務する職員として数え

て差し支えない。 

 

問： 本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設す

るショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステ

イではどうか。  

答： 可能である。具体的には、併設型ショートステイについては、本体施設と兼務する職員につい

て、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数

を本体施設とショートステイそれぞれ割り振った上で、ショートステイに係る職員についてサー

ビス提供体制強化加算の算定基準を満たす場合、空床利用型ショートステイについては本体施設

がサービス提供体制強化加算の算定要件を満たす場合に、それぞれ同加算を算定することができ

る。  

なお、このような処理をすることにより、空床利用型のショートステイと併設型のショートス

テイで加算算定の有無や算定する加算の種類が異なる場合も生じうることになる。  

さらに、本体施設と異なる加算を算定する場合は、空床利用型ショートステイであっても、本体

施設とは別途、体制の届出が必要となるので留意されたい。  
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平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

問： 要介護４・５の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者の割合については、直近３月それ

ぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者

については、計算上どのように取り扱うべきか。  

答： 入院・外泊が長期に渡り、その月において１日も当該施設を利用していないような場合を除い

て、入院・外泊中の入所者を含めて割合を算出して（３対１）の基準となる入所者数を計算する際

に従来採用している取扱いと同様に計算すればよい。  

【注：平成２７年度介護報酬改定により、要介護４・５の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の

入所者の割合については、算定日の属する月の前６月間または前１２月における新規入所者の総

数のうちの割合へと変更されている。】  

 

問： 介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施

設を新設した場合、若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱

うのか。  

答： 留意事項通知第二の１（７）に準じて取り扱われたい。  

（７）新設、増床又は減床の場合の利用者数等について  

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、  

イ 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しかない場合（前年

度の実績が全くない場合を含む。）の利用者数等は、新設又は増床の時点から６月未満の間

は、便宜上、ベッド数の９０％を利用者数等とし、新設又は増床の時点から６月以上１年未

満の間は、直近の６月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して得た数とし新設

又は増床の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間における全利用者等の延数

を１年間の日数で除して得た数とする。  

ロ 減床した場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延利用者数を延日数

で除して得た数とする。  

ただし、病院又は診療所の医師の人員基準欠如の運用における利用者数等については、

医療法の取扱いの例によるものであり、医事担当部局と十分連携を図るものとする。  

また、短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護については、イ又はロにより難い

合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定するものとする。  

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）  

 

問： 「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。  

答： 「たんの吸引等の行為を必要とする者」とは、たんの吸引等の行為を介護老人福祉施設の介護職

員又は看護職員が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。  

平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ  

 

問： 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数における「要介護４又

は５の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められること
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から介護を必要とする認知症である者の割合」について、前６月間で算出するか前１２月間で計

算するかは事業所が選択できるのか。  

答： 貴見のとおりである。  

 

問： 前６月間で要件を満たしたものとして届出を行ったが、その後に前６月間では要件を満たさな

くなった場合であっても、前１２月間で要件を満たしていれば改めて届出を行わなくてもよいか。  

答： 貴見のとおりである。  

 

問： 新規入所者が１名のみであった場合には、当該１名の新規入所者の状態のみをもって、要件の可

否を判断するのか。  

答： 貴見のとおりである。  

 

問： 入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生活継続支援加算の算定要

件における新規入所者に含めてよいか。  

答： 入院中も引き続き、退院後の円滑な再入所のためにベッドの確保等を行い、居住費等を徴収され

ていた者については、新規入所者には含めない。  

 

問： 老人福祉法等による措置入所者は、新規入所者に含めるのか。  

答： 含めない。  

 

問： 日常生活継続支援加算を算定する場合には、要件の該当者のみでなく、入所者全員に対して加算

を算定できるものと考えてよいか。  

答： 貴見のとおりである。  

 

問： 日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自立度について、入

所後に変更があった場合は、入所時点のものと加算の算定月のもののどちらを用いるのか。  

答： 入所時点の要介護度や日常生活自立度を用いる。  

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

問： 介護機器を使用した業務効率化のイメージ如何。  

答： 

・ 例えば、以下の取組が考えられる。  

－ 見守り機器を使用して常時見守りが可能となることによって、ケアが必要な入居者等への直接

処遇の時間を増やすことができる。  

－ インカムを使用して職員間の連絡調整に要する時間を効率化させる。  

－ バイタル情報等を介護記録システムに自動連携させることによって、記録作成業務に要する時

間を効率化させる。  

－ 入居者等の移乗支援にあたり、移乗支援機器を使用することによって、対応する職員の人数を
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省人化させる。  

・ また、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン（パイロット事業改訂版）」

（厚生労働省老健局・令和２年３月発行）において、業務改善の取組の考え方や手順等をまとめてい

るので参考とされたい。  

 

問： 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場合の介護福祉士

の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することとされているが、介護福祉士の

資格を有する介護職員のみが対象となるのか。  

答： 介護福祉士の資格を有していない介護職員も対象に含まれる。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ.３）  

 

看護体制加算 

看護体制加算（Ⅰ）  １２単位/日 

看護体制加算（Ⅱ）  ２３単位/日 

※ 加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）は、同時算定が可能。  

※ 看護職員は、短期入所生活介護とは別に配置が必要。加算Ⅱは、常勤換算方法で算定。  

※ 入所者数とは、前年度の平均。（小数点第２位以下を切り上げ。）  

※ 加算(Ⅱ)は、月の途中から基準を満たさなくなった場合は、当月の初日から加算の算定が不可とな 

る。 

【要件】   

看護体制加算（Ⅰ）（①、②を満たすこと。） 

① 常勤の看護師（准看護師不可）を１名以上配置していること。 

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

看護体制加算（Ⅱ）（①～③すべてを満たすこと。） 

① 看護職員（看護師、准看護師）を常勤換算方法で２名以上配置していること。 

② 当該施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは診療所若しくは訪問看護ステーショ

ンの看護職員との連携により、２４時間連絡できる体制を確保していること。 

③ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

● 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合 

指定短期入所生活介護事業所とは別に、必要な数の看護職員を配置する必要がある。 

具体的には、下記のとおり。 

１ 看護体制加算（Ⅰ）については、指定地域密着型介護老人福祉施設として１名以上の常勤

の看護師の配置を行った場合に算定が可能。 

２ 看護体制加算（Ⅱ）については、看護職員の指定地域密着型介護老人福祉施設における勤
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務時間を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数

が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする）で除した数が、入所者の数が２５又はそ

の端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能。 

 

● 特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行っている場合 

指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者と指定短期入所生活介護の利用者を合算したもの

を「入所者数」として取り扱い、一体的に加算を行う。 

具体的には、下記のとおり。 

１ 看護体制加算（Ⅰ）については、本体施設に常勤の看護師を１名配置している場合は、空

床利用の指定短期入所生活介護についても算定が可能。 

２ 看護体制加算（Ⅱ）については、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者数と空床利用

の指定短期入所生活介護の利用者数を合算した数が 25又はその端数を増すごとに１以上、

かつ、当該合算した数を指定地域密着型介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に必

要となる看護職員の数に１を加えた数以上の看護職員を配置している場合に算定が可能。 

 

● 同一建物内でユニット型施設と従来型施設を併設し、一体的に運営されている場合については、

双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定する。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４）問１２ 

  

※ 看護体制加算（Ⅰ）と（Ⅱ）は、それぞれ同時に算定することが可能。  

この場合、看護体制加算（Ⅰ）において加算の対象となる常勤の看護師についても、看護体制加算

（Ⅱ）における看護職員の配置数の計算に含めることが可能。  

 

※ 「２４時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜間において

も施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいう。 

具体的には、次のような体制を整備することを想定している。  

１ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・対応体制

（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされていること。  

２ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員

による入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）

がなされていること。  

３ 施設内研修等を通じ、看護・介護職員に対して、１及び２の内容が周知されていること。  

４ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話や FAX などにより入

所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。  

 

問： 本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定でき

るのか。  
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答： 本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわ

ち、看護体制加算（Ⅰ）では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を１人ずつ

配置している場合、看護体制加算（Ⅱ）では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算

で２５：１以上、かつ本体施設では最低基準に加え１以上の看護職員を配置している場合に、算定

可能となる。  

その際、看護体制加算（Ⅱ）については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護

職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算

数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて

加算の算定の可否を判断することとなる。  

なお、空床利用型ショートステイについては、加算（Ⅰ）、（Ⅱ）とも本体施設において加算の

算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。 

  

問： 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算（Ⅰ）を算定する場合、ショートステイ

の看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。  

答： 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算（Ⅰ）を算定する場合、本体施設とショ

ートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートス

テイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設におけ

る業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイ

の業務に従事する場合も同じ。  

 

問： 本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が１人しかいないがその１人が特養とシ

ョートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看

護体制加算（Ⅰ）を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。  

答： 本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算（Ⅰ）を算定するかは事業者の選択と

して構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべきである。  

 

問： 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算（Ⅱ）の看護職員配置に含められるか。看護

体制加算（Ⅰ）についてはどうか。  

答： 看護体制加算（Ⅱ）については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実

態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。  

看護体制加算（Ⅰ）については、看護職員としての業務以外の業務に従事する 看護師によって

同加算を算定することは望ましくない。  

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  
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夜勤職員配置加算 Ｒ３：改正 

  夜勤職員配置加算（Ⅰ） ４１単位/日 

 夜勤職員配置加算（Ⅱ） ４６単位/日 

 夜勤職員配置加算 (Ⅲ)   ５６単位/日 

夜勤職員配置加算（Ⅳ） ６１単位/日 

ただし、いずれかの加算を算定している場合においては、その他の加算は算定しない。 

加算（Ⅰ）（Ⅱ）  

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に従い必要となる夜勤職員

（介護職員又は看護職員）の数を上回って配置した場合に加算を行う。  

なお、夜勤職員基準第１号ハの（１）（二）及び（２）（二）ただし書に規定する見守り機器

（利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、

当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資す

る機器をいう。以下同じ。）を使用する場合における基準については、以下のとおり取り扱うこ

ととする。 

 

【見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の見直し：令和３年４月改正】 

 （１）0.9人配置要件の緩和 （２）0.6人配置要件の新設 

最低基準に加えて 

配置する人員 

0.9人 

（現行維持） 

（ユニット型の場合）0.6人（新設） 

 

（従来型の場合） 
※人員基準緩和を適用する場合は供給調整 

① 人員基準緩和を適用する場合 

→0.8人（新設） 

② ①を適用しない場合（利用者数 25

名以下の場合等） 

→0.6人（新規） 

見守り機器の入所者に 

占める導入割合 

10％ 

（緩和：見直し前 15％） 
100％ 

その他の要件 

安全かつ有効活用するための

委員会の設置 

（現行維持） 

・夜勤職員全員がインカム等のＩＣＴ

を使用していること 

・安全体制を確保していること（※） 

 

【（１）０．９人配置要件の緩和（令和３年４月改定）】 

イ 必要となる夜勤職員の数が０．９を加えた数以上である場合においては、次の要件を満たすこと。 

ａ 利用者の１０分の１以上の数の見守り機器を設置すること。 

ｂ 「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回以上行うこと。「見守り

機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 
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【（２）０．６人配置要件の新設（令和３年４月改定）】 

ロ 必要となる夜勤職員の数が０．６を加えた数以上である場合（夜勤職員基準第第一号ロの（１）

（一)ｆ規定に該当する場合は０．８を加えた数以上である場合）においては、次の要件を満たすこ

と。 

ａ 利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること。 

ｂ インカム（マイクロホンが取り付けられたイヤホンをいう。以下同じ。）等の職員間の連絡調整

の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフォンやタブレット端末等

の機器を、全ての夜勤職員が使用し、利用者の状況を常時把握すること。 

ｃ 「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」（以下「見守り機器等活用委員会」と

いう。）は３月に１回以上行うこと。「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」

は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

また、見守り機器等活用委員会には、管理者だけでなく実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種

やユニットリーダー等の役割の者が参画するものとし、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重するよ

う努めることとする。 

ｄ 「利用者の安全及びケアの質の確保に関する事項」を実施すること。具体的には次の事項等の実施

により利用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。 

（１）見守り機器等を使用する場合においても、一律に定時巡回等をとりやめることはせず、個々

の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視を行うこと。 

（２）見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を利用者の状態把握に活用

すること。 

（３）見守り機器等の使用に起因する事業所内で発生した介護事故又はヒヤリ・ハット事例（介護

事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった事例をいう。）（以下「ヒヤリ・ハッ

ト事例等」という。）の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。 

ｅ 「夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的に

は、実際に夜勤を行う職員に対してアンケートやヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後にお

ける次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。 

（１）ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか 

（２）夜勤時間帯において、負担が過度に増えている時間帯がないかどうか 

（３）休憩時間及び時間外勤務等の状況 

ｆ 日々の業務の中で予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認する等のチェックを

行う仕組みを設けること。また、見守り機器等のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。 

ｇ 見守り機器等の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実

習等を含む職員研修を定期的に行うこと。 

 

この場合の要件で夜勤職員配置加算を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設けることと

する。利用者の安全及びやケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から見守り機器等活用委員会を
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設置し、当該委員会において、見守り機器等の使用後の人員体制とその際の夜勤にあたる職員の負担の

バランスに配慮しながら、見守り機器等の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケア

の質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で、「テクノロジーの活用」に係る届出

をすること。（※）なお、試行期間中においては、通常の夜勤職員配置加算の要件を満たすこととす

る。 

届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概要

を提出すること。また、介護事業所のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員の

負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めること。 

 

（※）安全体制の確保の具体的要件 

① 利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会を設置 

② 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮 

③ 機器の不具合の定期チェックの実施（メーカーとの連携を含む） 

④ 職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施 

⑤ 夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施 

 

加算（Ⅲ）（Ⅳ） 

・加算（Ⅰ）（Ⅱ）の要件に該当していること。  

・夜勤時間帯を通じて、看護職員又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員（登録喀痰吸引等事業者又は登

録特定行為事業者の登録が必要）を１人以上配置していること。 

 

※加算区分単位表 

地域密着型（イ） 加算区分 加算単位（Ⅰ）（Ⅱ） 加算単位（Ⅲ）（Ⅳ） 

従来型 
（１）個室 

４１単位／日 ５６単位／日 
（２）多床室 

ユニット型 
（１）個室 

４６単位／日 ６１単位／日 
（２）個室的多床室 

 

ユニット型 

以外 

入所者数 加算が算定可能な夜勤職員の数 

（見守り機器導入の場合の数） 

～２５ ２名以上 

（ａに該当する場合１．９、ｂに該当する場合１．６名） 

２６～６０ ３名以上 

（ａに該当する場合２．９、ｂに該当する場合２．６名） 

ユニット型 

「２ユニットごとに１名以上」の基準を満たし、更に１(ａに該当する場合０．９、

ｂに該当する場合０．６)名以上  

例）１ユニットの場合基準では１名、よって２(１．９／１．６)名以上が必要。  

例）３ユニットの場合基準では２名、よって３(２．９／２．６)名以上が必要。  
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※ 入所者数とは、前年度の平均。（小数点第２位以下を切り上げ。） 

※ 入所者数には、併設及び空床の短期入所生活介護利用者数を含む。 

※ 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間

帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間）における延夜勤時間数

を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除して得た数とし、小数点第３位以下は切り捨てる。 

 

 

● 指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合、特別養護老人ホームの空床において指定短期

入所生活介護を行っている場合 

指定短期入所生活介護の利用者数と指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を

指定地域密着型介護老人福祉施設の「入所者の数」とした場合に、夜勤職員基準に従い必要となる夜

勤職員の数を上回って配置した場合に、加算を行う。 

 

※ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤職員については、必ずしも

特定のユニットに配置する必要はない。  

 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）（Ⅳ）の喀痰吸引等の実施ができる介護職員とは次のａ～ｄ 

ａ 介護福祉士（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成２３年法

律第７２号）附則第１３条第１項に規定する特定登録者（ｂにおいて「特定登録者」という。）及び

同条第九項に規定する新特定登録者（ｃにおいて「新特定登録者」という。）を除く。）であって、

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）第１条各号に掲げる行為のう

ちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者 

ｂ 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第

１３条第５項に規定する特定登録証の交付を受けている者 

ｃ 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則

第１３条第１１項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者 

ｄ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第３条第１項に規定する認定特定行

為業務従事者 

 

問： ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。  

答： 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それ

ぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対し

て加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。  

 

問： ユニット型施設で夜勤職員配置加算を算定する場合、例えば６ユニットの施設では、２ユニット

につき２人＝６人の夜勤職員が必要ということではなく、２ユニットにつき１人＋１人＝４人以

上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。  

答： そのとおりである。  
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問： 夜勤基準を１人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の１人は同じ人

間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。  

答： 夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までを含む連

続した１６時間）における１月の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×１６時間で割

った人数（１日平均夜勤職員数）を元に判断する。このため、何人かが交代で勤務していても、延

夜勤時間数が必要な時間数を満たしていれば算定が可能である。  

問： １日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務

時間も含められるのか。  

答： 本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を

含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤時

間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間

数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「２２時

から翌日１４時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定

は、例えば「１７時から翌朝９時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本とし

つつ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきである。ただし、夜勤職員配置の最低

基準が１人以上とされている入所者が２５人以下の施設については、いわゆる「１人夜勤」の負担

を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する（夜勤職員を２人以上とする）ことに

より加算の算定要件を満たすことが望ましい。  

 

問： 延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばい

いのか。  

答： 通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただ

し、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合に

ついてまで含めることは認められない。  

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

問： 最低基準を０．９人上回るとは、どのような換算をおこなうのか。  

答： 月全体の総夜勤時間数の９０％について、夜勤職員の最低基準を１以上上回れば足りるという

趣旨の規定である。  

具体的には、１ヶ月３０日、夜勤時間帯は１日１６時間であるとすると、合計４８０時間のう

ちの４３２時間において最低基準を１以上上回っていれば、夜勤職員配置加算を算定可能とす

る。なお、９０％の計算において生じた小数点１位以下の端数は切り捨てる。  

 

問： 入所者数の１５％以上設置ということだが、見守り機器を設置しているベッドが空床であって

もよいのか。（※）Ｒ３改定後：１０％以上  

答： 空床は含めない。  

 

問： 見守り機器は、どのようなものが該当するのか。  
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答： 個別の指定はなく、留意事項通知で定める機能を有するものが該当する。  

例えば、平成２８年度補正予算「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証

を行った機器のほか、訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効

果が期待できる機器が該当する。  

介護老人福祉施設等は、訪室回数や介助時間の減少等の実証効果を製造業者等に確認するとと

もに、少なくとも９週間以上見守り機器を活用し、導入機器を安全かつ有効に活用するための委

員会において、ヒヤリハット･介護事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行

った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定すること。  

なお、見守り機器をベッドに設置する際には、入所者のプライバシーに配慮する観点から、入

所者又は家族等に必要な説明を行い、同意を得ること。  

※ ９週間については、少なくとも３週間毎にヒヤリハット・介護事故の状況を確認することと

する。                  平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

問： 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事

業所として指定されることとなった場合について、  

① 常勤職員による専従が要件となっている加算  

② 入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算の算定について、それぞれどのよう

に考えればよいか。  

答： （②について）※①の答は、個別機能訓練加算に記載  

入所者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算である「看護体制加算」と「夜勤職

員配置加算」については、双方の入所者の合計数に基づいて職員数を算定するものである。  

この点、夜勤職員配置加算については、「平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）」で

は、「一部ユニット型については、ユニット部分及び多床室部分それぞれで要件を満たす必要

がある」としているところであるが、指定更新の際に別指定を受けることとなった旧・一部ユ

ニット型施設を含め、同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設（介護老人福祉施

設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設）が併設されている場合については、双

方の入所者及びユニット数の合計数に基づいて職員数を算出するものとして差し支えないこと

とする。なお、この際、ユニット型施設と従来型施設のそれぞれについて、１日平均夜勤職員

数を算出するものとし、それらを足し合わせたものが、施設全体として、１以上上回っている

場合に夜勤職員配置加算が算定できることとする。ただし、ユニット型施設と従来型施設の入

所者のそれぞれの基本サービス費について加算が算定されることとなるため、双方の施設にお

ける夜勤職員の加配の状況が極端に偏りのあるものとならないよう配置されたい。  

※ 短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４） 

 

 

問： １月のうち喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない日がある場合は、夜勤職員配置

加算（Ⅰ）、(Ⅱ）と夜勤職員配置加算（Ⅲ）、(Ⅳ）をどのように算定すればよいか。  
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答： 夜勤職員配置加算は、月ごとに（Ⅰ）～（Ⅳ）いずれかの加算を算定している場合、同一月に

おいてはその他の加算は算定できないため、喀痰吸引等ができる職員を配置できる日とできない

日がある場合に、要件を満たした日についてのみ夜勤職員配置加算（Ⅲ）、（Ⅳ）を算定するこ

とは可能だが、配置できない日に（Ⅰ）、(Ⅱ）の加算を算定することはできない。よって、喀

痰吸引等ができる職員を配置できない日がある場合は、当該月においては夜勤職員配置加算

（Ⅲ）、(Ⅳ）ではなく（Ⅰ）、(Ⅱ）を算定することが望ましい。  

 

問： 夜勤職員配置加算（Ⅰ）、(Ⅱ）については、勤務時間の合計数に基づいて算定するが、夜勤

職員配置加算（Ⅲ）、(Ⅳ）の場合も同様に考えてよいか。  

答： 夜勤職員配置加算（Ⅲ）、(Ⅳ）については、延夜勤時間数による計算ではなく、夜勤時間帯

を通じて職員を配置することにより要件を満たすものである。なお、夜勤時における休憩時間の

考え方については、平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）問９１と同様に、通常の休憩

時間は勤務時間に含まれるものと扱って差し支えない。  

 

問： ユニット型と従来型の施設・事業所が併設されている場合、夜勤職員配置加算の要件を満たす

職員はそれぞれに配置する必要があるか。  

答： 同一建物内にユニット型及びユニット型以外の施設（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人

福祉施設）が併設されている場合には、両施設で合わせて要件を満たす職員を１人以上配置する

ことで、双方の施設における加算の算定が可能であり、施設とショートステイの併設で一方がユ

ニット型で他方が従来型であるような場合については、両施設の利用者数の合計で、20につき１

人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、双方の施設における算定が可能である。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．６）  

 

（テクノロジーを活用した場合における夜勤職員の配置基準について）  

問： 見守り機器等を活用した夜間の人員配置基準や夜勤職員配置加算の０．６人の配置要件につい

て、運用イメージ如何。  

答： ・見守り機器やインカム等のＩＣＴを活用し、常時見守り支援が可能となることによって、夜

間・深夜の時間帯の定時巡視の移動時間の減少や、利用者の急変時等への迅速な対応等が可能と

なるため、業務が比較的多忙となる夕方や早朝の時間帯に職員を手厚く配置する等のメリハリの

利いたシフト体制を組むことができるものと考えている。  

・なお、介護事業所が設置する「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」 にお

いて、夜勤職員の１日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないか確認するこ

ととしている点に留意されたい。  

 

問： 見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会で確認することとされている利用者のケ

アの質や職員の負担に関する評価について、どのような指標があるのか。  

答： ・利用者のケアの質や職員の負担に関する評価にあたっては、当該委員会において、直接処

遇のための時間が増えたかどうかなど、それぞれの事業所の実情に応じた評価指標を用いるこ
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とが望ましい。  

・なお、平成３０年度老人保健健康増進等事業「介護ロボットの評価指標に関する調査研究

事業」（※）において、介護ロボットの導入にあたっての評価指標がまとめられているので参

考とされたい。  

 

※参考  

① 利用者のケアの質に関する評価指標  

・認知機能、ＱＯＬ（ＷＨＯＱＯＬ等）、要介護度、ＡＤＬ（ＦＩＭ、ＢＩ等）等  

② 職員の負担に関する評価指標  

・ストレス指標（ＳＲＳ－１８等）、モチベーション、介護負担指標等  

 

問： 夜勤職員配置加算における ０．６人の配置要件について、夜勤職員全員が見守り機器のセン

サー情報を常時受信するためにスマートフォンやタブレット端末等を使用することとされている

が、０．９人の配置要件の取扱如何。  

答： 見守り機器の使用にあたっては、当該機器のセンサー情報を受信する機器が必要となるが、

０．９人の配置要件の場合は、機器を特定はせず、スマートフォンやタブレット端末等の携帯可

能な機器のほか、パソコン等の常時設置されている機器も使用して差し支えない。また、携帯可

能な機器を使用する場合においては、必ずしも夜勤職員全員が使用することまでは要しない。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ．３）  

 

準ユニットケア加算  

  ５単位／日 

● １２人を標準とする準ユニットにおいてケアを行っていること。 

● プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえを整備し、準ユニットごとに利用できる共同生活

室を設けていること。 

● 人員配置 

① 日中については、準ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

② 夜間及び深夜において、２準ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の

勤務に従事する職員として配置すること。 

③ 準ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

 

 

 

 



72 

 

生活機能向上連携加算 Ｒ３：改正 

   生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位／月（新設） 

   生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位／月 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老

人福祉施設において、外部との連携により、入所者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練

計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、加算（Ⅰ）については、利用者の急性増悪等

により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度として、１月につき、加算（Ⅱ）

については１月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

※ 加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）の同時算定は不可。 

※ 個別機能訓練加算を算定している場合は、加算（Ⅰ）は算定せず、加算（Ⅱ）は１月につき１００単

位を所定単位数に算定する。 

 

（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第４２号の４ 

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１） 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この号

において「理学療法士等」という。）の助言に基づき、指定地域密着型介護老人福祉施設の機能

訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っているこ

と。 

（２） 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項

目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供しているこ

と。 

（３） （１）の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者

又はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて

訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１） 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設の理学療法士等が、指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問

し、当該施設の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の

作成を行っていること。 

（２） 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項

目を準備し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供しているこ

と。 

（３） （１）の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し、利用者又
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はその家族に対し、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて訓練

内容の見直し等を行っていること。 

 

≪留意事項≫※地域密着型通所介護から準用する。 

① 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテー

ション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床

数が２００床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しな

いものに限る。以下同じ。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法

士等」という。）の助言に基づき、当該通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職

員、生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同してアセスメン

ト、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学

療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行う

こと。  

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患

別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療

養型医療施設若しくは介護医療院であること。  

ロ 個別機能訓練計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該

利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、

掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場に

おいて把握し、又は、指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等と連携してＩＣＴを活用

した動画やテレビ電話を用いて把握した上で、当該指定地域密着型通所介護事業所の機能訓練指

導員等に助言を行うこと。なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理

学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよ

う、理学療法士等と機能訓練指導員等で事前に方法等を調整するものとする。 

ハ 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなけれ

ばならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専

門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標

を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に

相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練

計画の作成に代えることができるものとすること。  

ニ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項

目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供

していること。  

ホ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について  

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその家
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族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じて当

該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏まえ

た目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。  

・ 理学療法士等は、機能訓練指導員等と共同で、３月ごとに１回以上、個別機能訓練の進捗状

況等について評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族（以下このホにおいて

「利用者等」という。）に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説

明していること。  

また、利用者等に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする

こと。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならないこ

と。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

ヘ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当

該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。  

ト 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月に

限り、算定されるものである。なお、イの助言に基づき個別機能訓練計画を見直した場合には、

本加算を再度算定することは可能であるが、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直

した場合を除き、個別機能訓練計画に基づき個別機能訓練を提供した初回の月の翌月及び翌々月

は本加算を算定しない。  

② 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  

イ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーシ

ョン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定地

域密着型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同して、利用者の身体の状

況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指

導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患

別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療

養型医療施設若しくは介護医療院であること。  

ロ 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について  

・ 機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目標の達成度合いについて、利用者又はその

家族及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等から必要な助言を得た上で、必要に応じ

て当該利用者又はその家族の意向を確認の上、当該利用者のＡＤＬやＩＡＤＬの改善状況を踏

まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。  

・ 理学療法士等は、３月ごとに１回以上指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、機能訓練指

導員等と共同で個別機能訓練の進捗状況等について評価した上で、機能訓練指導員等が、利用

者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録

するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。  

ハ ①ハ、ニ及びヘによること。なお、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓
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練計画を作成する必要はないこと。  

 

個別機能訓練加算 Ｒ３：改正 

  個別機能訓練加算（Ⅰ）  １２単位／日 

  個別機能訓練加算（Ⅱ）  ２０単位／日（新設） 

 

 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道

整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能

訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）を１名以上

配置しているものとして届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加算（Ⅰ）として、所定単位

数に１日につき１２単位を加算する。 

また、個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している場合であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情

報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施

のために必要な情報を活用した場合は、個別機能訓練加算（Ⅱ）として、１月につき２０単位を所定単

位数に加算する。 

 

※加算の対象となる機能訓練指導員は、常勤専従が要件であり、看護職員等との兼務は不可。 

 

※ 理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った個別機能訓練について算定する。  

※ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行うこと。  

※ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、入所者ごとにそ

の目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練

の効果、実施方法等について評価等を行うこと。なお、介護福祉施設サービスにおいては、個別機能

訓練計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓

練計画の作成に代えることができる。  

※ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓練計

画の内容を説明し、記録する。利用者に対する説明は、テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとすること。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該利用者の同意を得なければなら

ないこと。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。  

※ 記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、入所者ごとに保管され、常に当該施設の個別機能訓練

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。  
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※ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。  

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用

者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施（Ｄ

ｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃ

ｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。  

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。  

 

問： はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導

員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実

務内容に規定はあるのか。  

答： 要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師が機

能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の管理

者が判断できることは必要となる。  

 

問： はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置

した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。  

答： 例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証して

いることを確認すれば、確認として十分である。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

問： 一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業

所として指定されることとなった場合について、  

① 常勤職員による専従が要件となっている加算  

② 入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算の算定について、それぞれどのよう

に考えればよいか。  

答： （①について）※②の答えは、夜勤職員配置加算に記載  

従来、「一部ユニット型」として指定を受けていた施設が、指定更新により、ユニット型施設と

ユニット型以外の施設とで別の指定を受けている場合を含め、同一建物内にユニット型及びユニ

ット型以外の介護老人福祉施設（又は地域密着型介護老人福祉施設）が併設されている場合につ

いては、「個別機能訓練加算」や「常勤医師配置加算」など常勤職員の専従が要件となっている加

算について、双方の施設を兼務する常勤職員の配置をもって双方の施設で当該加算を算定するこ

とは認められないものとしてきたところである。  
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しかしながら、個別機能訓練加算については、「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことが

理学療法士等に求められているものであり、一体的な運営が行われていると認められる当該併設

施設において、双方の入所者に対する機能訓練が適切に実施されている場合で、常勤の理学療法

士等が、双方の施設において、専ら機能訓練指導員としての職務に従事しているのであれば、今

後、当該加算の算定要件を双方の施設で満たすものとして取り扱うこととする。  

常勤医師配置加算については、同一建物内でユニット型施設と従来型施設を併設し、一体的に

運営されており、双方の施設で適切な健康管理及び療養上の指導が実施されている場合には、加

算の算定要件を双方の施設で満たすものとする。  

※短期入所生活介護事業所についても同様の取扱いとする。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４ ） 

 

問： ＬＩＦＥに提出すべき情報は「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考

え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４

号）の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様

式例を必ず用いる必要があるのか。  

答： ・「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及

び様式例の提示について」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４号）においてお示しをし

ているとおり 、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求

められる項目（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。  

・ただし、 同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入

所者の評価等において 各加算における 様式と同一のものを用いることを求めるものではな

い 。                    令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）  

 

ＡＤＬ維持等加算 Ｒ３：新設 

  ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）  ３０単位／月 

  ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）  ６０単位／月 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老

人福祉施設において、入所者に対して指定地域密着型介護福祉施設サービスを行った場合は、評価対象

期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する月の翌月から１２月以内の期間に限

り、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき上記の単位数を所定単位数に加算する。 

※ 加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）の同時算定は不可。 

 

（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第１６号の２） 

イ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１） 評価対象者（当該事業所又は当該施設の利用期間（（２）において「評価対象利用期間」とい
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う。）が６月を超える者をいう。以下この号において同じ。）の総数が１０人以上であること。 

（２） 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月（以下「評価対象利用開始月」という。）

と、当該月の翌月から起算して６月目（６月目にサービスの利用がない場合については当該サー

ビスの利用があった最終の月）においてＡＤＬを評価し、その評価に基づく値（以下「ＡＤＬ

値」という。）を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出しているこ

と。 

（３） 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から評価

対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値

（以下「ＡＤＬ利得」という。）の平均値が１以上であること。 

ロ ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）及び（２）の基準に適合するものであること。 

（２） 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が二以上であること。 

≪留意事項≫ 

① ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）について 

イ ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、BarthelIndexを用いて行うものとする。 

ロ 大臣基準告示第１６号の２イ(２)における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて

行うこととする。 

ハ 大臣基準告示第１６号の２イ(３)及びロ(２)におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月

から起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除し

て得た値に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に

応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。 

１ ２以外の者 ＡＤＬ値が０以上２５以下 ３ 

ＡＤＬ値が３０以上５０以下 ３ 

ＡＤＬ値が５５以上７５以下 ４ 

ＡＤＬ値が８０以上１００以下 ５ 

２ 評価対象利用開始月において、初回の要

介護認定（法第２７条第１項に規定する要介

護認定をいう。）があった月から起算して12月

以内である者  

ＡＤＬ値が０以上２５以下 ２ 

ＡＤＬ値が３０以上５０以下 ２ 

ＡＤＬ値が５５以上７５以下 ３ 

ＡＤＬ値が８０以上１００以下 ４ 

 ニ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、上

位１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるも

のとする。）及び下位１００分の１０に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下「評価対象利用者」という。）とする。 

ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については、リハビリテ

ーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、Ａ

ＤＬ利得の評価対象利用者に含めるものとする。 

ヘ 令和３年度については、評価対象期間において次のａからｃまでの要件を満たしている場合に、

評価対象期間の満了日の属する月の翌月から１２月（令和３年４月１日までに指定地域密着型サー
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ビス介護給付費単位数表の地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護費の注１３に掲げる基準

（以下この①において「基準」という。）に適合しているものとして市町村長に届出を行う場合に

あっては、令和３年度内）に限り、ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を算定できることとする。 

ａ 大臣基準告示第１６号の２イ（１）、（２）及び（３）並びにロ（２）の基準（イ（２）につ

いては、厚生労働省への提出を除く。）を満たすことを示す書類を保存していること。 

ｂ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出

情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利

用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく個別機能訓練の実

施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・

改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行

うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた

め、適宜活用されるものである。 

ｃ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の算定を開始しようとする月の末日までに、ＬＩＦＥを用い

てＡＤＬ利得に係る基準を満たすことを確認すること。 

問： ＬＩＦＥを用いた Barthel Index の提出は、合計値でよいのか。  

答： 令和３年度にＡＤＬ維持等加算を算定する場合に、ＬＩＦＥを用いて提出する Barthel Index 

は合計値でよいが、令和４年度以降にＡＤＬ維持等加算を算定することを目的として、 Barthel 

Index を提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。  

 

問： 事業所又は施設において、評価対象利用期間が６月を超えるとは、どのような意味か。  

答： サービスの利用に当たり、６月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行っていた場合

において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、当該月を除い

て６月以上利用していれば評価対象者に含まれる。  

 

問： これまでは、初めてＡＤＬ維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ＡＤＬ維持等加

算［申出］の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はあるのか。  

答： 令和３年度については、算定を開始しようとする月の前月までに申出を行うこと。令和４年度以

降に算定を開始しようとする場合は、当該算定を開始しようとする月の前年同月に届出を行うこ

と。  

 

問： これまでＡＤＬ維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決定されて

いたが、このフローはどうなるのか。  

答： 各事業者がＬＩＦＥを用いてＡＤＬ利得が基準を満たすかどうかを確認するため、従来のよう

な国保連合会からの審査結果は送付されない。  
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問： これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して６月目の値で評価していたが、今回の改

正で評価対象利用開始月の翌月から起算して６月目となったのは、後の月が１月ずれたというこ

とか。  

答： 貴見のとおり。  

 

問： 同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなる

のか。  

答： 要支援から要介護になった方については、要介護になった初月が評価対象利用開始月となる。 

  

問： 指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護

支援）」をどのように記載すればよいか。  

答： ＡＤＬ維持等加算又は算定しようとする事業所又は施設は、介護給付費算定に係る体制等状況

一覧表の「ＡＤＬ維持等加算〔申出〕の有無」を「２ あり」、「ＡＤＬ維持等加算Ⅲ」を「１ なし」

とする。  

 

問： ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、 Barthel Index （以下「ＢＩ」という。）を

用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。  

答：  ・一定の研修とは、様々な主体によって実施されるＢＩの測定方法に係る研修を受講すること

や、厚生労働省において作成予定のＢＩに関するマニュアル 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html ）及びＢＩの測定について

の動画等を用いて、ＢＩの測定方法を学習することなどが考えられる。  

・また、事業所は、ＢＩによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどにより

ＢＩの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでＢＩによる評価を

実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下で実施

する等の対応を行わねばならない。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．５） 

 

若年性認知症入所者受入加算 

  １２０単位／日 

● 若年性認知症入所者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期における認知症によって要

介護者となった入所者）に対してサービスを行う場合。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算

を算定している場合は算定しない。 

● 受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めている。 

受け入れた若年性認知症入所者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該入所者の特性やニ

ーズに応じたサービス提供を行うこと。  
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問： 一度本加算制度の対象者となった場合、６５歳以上になっても対象のままか。  

答： ６５歳の誕生日の前々日までは対象である。  

 

問： 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。  

答： 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただき

たい。人数や資格等の要件は問わない。  

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

専従常勤医師配置加算  

  ２５単位／日 

 

● 専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を１名以上配置している 

● 同一建物内でユニット型施設と従来型施設を併設し、一体的に運営されており、双方の施設で適切

な健康管理及び療養上の指導が実施されている場合には、加算の算定要件を双方の施設で満たすもの

とする。（平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４）問１２） 

 

精神科を担当する医師に係る加算 

  ５単位／日 

● 認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占める指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以上行われている。 

● 専従常勤医師加算が算定されている場合は算定できない。 

 

障害者生活支援体制加算 

障害者生活支援体制加算（Ⅰ） ２６単位／日 

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） ４１単位／日 

 

障害者生活支援体制加算（Ⅰ） 

視覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者である入所者の数が、１５

以上又は入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が３０％以上である指定地域密着型介

護老人福祉施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する障害者生活支援員であ

って、専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを１名以上配置している。 

障害者生活支援体制加算（Ⅱ） 

・入所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が５０％以上である指定地域密着型介護老

人福祉施設において、障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事する常
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勤の職員であるものを２名以上配置している。 

・障害者生活支援体制加算（Ⅰ）を算定している場合にあっては、障害者生活支援体制加算（Ⅱ）は算

定しない。 

 

外泊時費用 

  ２４６単位／日 

入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅における外泊を認めた場合

は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき２４６単位を算定する。ただし、入院又は

外泊の初日及び最終日は所定単位数を算定するため、当該加算は算定できない。 

 

・入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合、退所した日の外泊時の費用は算定可。 

・入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合は、入院日以降についての外泊時の

費用は算定不可。 

・入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中は、当該入所者が使

用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則である。当該入所者の

同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用する事は可能であるが、この場合は、入院又

は外泊時の費用は算定できない。 

・入院又は外泊時の費用の算定にあたって、１回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続

１３泊（１２日分）まで入院又は外泊時の費用の算定が可能。 

・「外泊」には入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行く場合の宿泊等も含

む。 

・外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定できない。 

・「入院」の場合、必要に応じて入退院の手続きや家族等への連絡調整、情報提供等の業務にあたる

こと。 

 

外泊時在宅サービスの利用 

  ５６０単位／日 

 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定地域密着型介護老人福祉施設が居宅サービスを提供す

る場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき５６０単位を算定する。ただし、外

泊の初日及び最終日は算定せず、外泊時費用を算定する場合は算定しない。 

 

≪留意事項≫ 

① 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、医師、看護・

介護職員、生活相談員、介護支援専門員等により、その居宅において在宅サービス利用を行う必要性

があるかどうか検討すること。 
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② 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施すること。 

③ 外泊時在宅サービスの提供に当たっては、地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員が、外泊

時利用サービスに係る在宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は指定居宅サービス事業者

等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立し

た日常生活を営むことができるように配慮した計画を作成すること。 

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導ロ当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の

維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指

導 

ハ 家屋の改善の指導 

ニ 当該入所者の介助方法の指導 

⑤ 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事業者等によ

り、計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし、居宅サービスの提供を行わない場合はこ

の加算は対象とならないこと。 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、「入院、外泊したときの費

用」を準用する。 

⑦ 利用者の外泊期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活用するこ

とは可能であること。この場合において外泊時在宅サービス利用の費用を併せて算定することはでき

ないこと。 

 

問： 介護老人福祉施設が提供する在宅サービスとはどのようなものか。  

答： 介護老人福祉施設が他のサービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサービス提供を

行う場合等が考えられる。  

 

問： 連続する外泊で、サービスを提供していない日と提供した日がある場合はどのような算定とな

るか。  

答： 各日において外泊時の費用又は外泊時在宅サービス利用の費用が算定可能であるが、それぞれ

の算定上限に従う。  

 

問： 外泊時費用と外泊サービス利用時の費用を月に６日ずつ１２日間算定することは可能か。  

答： 可能である。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

 

 

 

 



84 

 

初期加算 

  ３０単位／日（入所した日から起算して３０日以内の期間） 

≪留意事項≫ 

① 入所者については、指定地域密着型介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活に慣れる

ために様々な支援を必要とすることから、入所日から３０日間に限って１日につき３０単位を加算す

る。 

② 「入所日から３０日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加算を算定でき

ない。 

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 

当該入所者が過去３月間(ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過

去１月間とする。)の間に、当該地域密着型指定介護老人福祉施設に入所したことがない場合に限り

算定できる。 

当該指定地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護を利用していた者が

日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施設に入所

した場合を含む。）は、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用日数を３０日から除して得た

日数に限り算定する。 

④ ３０日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③にかかわらず、初期加算が算定

される。 

 

再入所時栄養連携加算 Ｒ３改正 

  再入所時栄養連携加算  ２００単位／回 

● 入所（以下「一次入所」という。）している者が退所し、当該者が病院又は診療所に入院した場合

であって、当該者が退院した後に再度当該施設に入所（以下「二次入所」という。）する際、二次入

所において必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、

当該施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策

定した場合。 

● 入所者１人につき１回を限度。 

● 栄養管理の基準を満たさない場合の減算を適用している場合は、算定しない。 

● 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

≪留意事項≫ 

① 入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥

下調整食の新規導入となった場合であって、当該者が退院した後、直ちに再度当該指定地域密着型介

護老人福祉施設に入所（以下「二次入所」という。）した場合を対象とすること。なお、嚥下調整食

は、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分
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類に基づくものをいう。 

② 当該施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の上、当該医療機関での栄養に関する指

導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画

を作成すること。 

指導又はカンファレンスへの同席は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、当該者又はその家族（以下この②において「当該者等」という。）が参加する場合にあって

は、テレビ電話装置等の活用について当該者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置

等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ

イン」等を遵守すること。 

③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に算定するこ

と。 

 

問： 再入所時栄養連携加算は入所者１人につき１回を限度として算定するとされており、二次入所

時に当該加算は算定可能と考えるが、再々入所時においても算定可能か。  

答： 例えば、嚥下調整食の新規導入に伴い再入所時栄養連携加算を算定した入所者が、再度、医療機

関に入院し、当該入院中に経管栄養が新規導入となり、その状態で二次入所となった場合は、当該

加算を再度算定できる。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４）  

 

退所時等相談援助加算 

  １．退所前訪問相談援助加算  ４６０単位 

  ２．退所後訪問相談援助加算  ４６０単位 

  ３．退所時相談援助加算    ４００単位 

  ４．退所前連携加算      ５００単位 

 

１．退所前訪問相談援助加算、２．退所後訪問相談援助加算 

● 退所前訪問相談援助加算については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立

って、介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種の者

が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅

サービス、地域密着型サービス、その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を

行った場合に、入所中１回（入所後早期に退所前訪問相談援助の必要があると認められる入所者に

あっては、２回）を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所及び介護保険施設を除く。

以下同じ。）に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、

連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

● 退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後３０日以内に入所者の居宅を訪問し、当該
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入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後１回を限度として算定する。 

● 退所前訪問相談援助加算→退所日に算定 

退所後訪問相談援助加算→訪問日に算定 

● 次の場合は算定できない。 

・退所して病院又は診療所へ入院する場合 

・退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

・死亡退所の場合 

※ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。  

※ 介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  

※ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する

記録を行うこと。 

 

問： 退所前相談援助加算において､入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社

会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。  

答： 他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老

人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホームを指す。なお、退所後訪問相談援助加算

においても同様の取扱いである。  

平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ  

 

３．退所時相談援助加算 

● 入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービ

スを利用する場合において、当該入所者の退所時に当該入所者及びその家族等に対して退所後の居

宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を

行い、かつ、当該入所者の同意を得て、退所の日から２週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を

管轄する市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２

０条の７の２に規定する老人介護支援センターに対して、当該入所者の介護状況を示す文書を添え

て当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供した場合に、入所者

１人につき１回を限度として算定する。 

● 入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該入所者の

同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者の

処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

● 退所時相談援助の内容 

・食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活に関する相談援助 

・退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関す

る相談援助 

・家屋の改善に関する相談援助 

・退所する者の介助方法に関する相談援助 

● 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福祉法第２０条の７の２に規定す
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る老人介護支援センターに替え、介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援セン

ターに対して行った場合についても算定できる。 

● 次の場合は算定できない。 

・退所して病院又は診療所へ入院する場合 ・退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

・死亡退所の場合 

 

※ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも行うこと。  

※ 介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。  

※ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する

記録を行うこと。 

 

４．退所前連携加算 

● 入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービ

スを利用する場合において、当該入所者の退所に先立って当該入所者が利用を希望する指定居宅介

護支援事業者に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該

入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、指定居宅介護支

援事業の介護支援専門員と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する

調整を行った場合に、入所者１人につき１回を限度として算定する。 

● 退所日に加算。 

● 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携加算を算定する場合には、最初

に在宅期間に移るときにのみ算定できる。 

● 次の場合は算定できない。 

・退所して病院又は診療所へ入院する場合 

・退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

・死亡退所の場合 

※介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。 

※退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

問： 介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅サービス

の利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。  

答： 例えば、退所後に福祉用具の利用が必要と見込まれる場合においては、福祉用具専門相談員や居

宅サービスを提供する作業療法士等と以下の連携を行うことが考えられる。  

－ 退所前から福祉用具専門相談員等と利用者の現状の動作能力や退所後に生じる生活課題等

を共有し、利用者の状態に適した福祉用具の選定を行う。  

－ 退所する利用者が在宅で円滑に福祉用具を利用することができるよう、利用者や家族等に

対して、入所中から福祉用具の利用方法等の指導助言を行う。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）  
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栄養マネジメント強化加算 Ｒ３：新設 

   １１単位／日 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福

祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算

として、１日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養管理の基準を満たさない場合の減算を適用して

いる場合は、算定しない。 

 

（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第６５号の３ 

次のいずれにも適合すること。 

イ 管理栄養士を常勤換算方法（指定地域密着型サービス基準第２条第７号に規定する常勤換算方法を

いう。）で、入所者の数を５０で除して得た数以上配置していること。ただし、常勤の栄養士を１名

以上配置し、当該栄養士が給食管理を行っている場合にあっては、管理栄養士を常勤換算方法で、入

所者の数を７０で除して得た数以上配置していること。 

ロ 低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄

養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成した栄養ケア計画に従い、当該入所

者の栄養管理をするための食事の観察を定期的に行い、当該入所者ごとの栄養状態、心身の状況及び

嗜好を踏まえた食事の調整等を実施すること。 

ハ ロに規定する入所者以外の入所者に対しても、食事の観察の際に変化を把握し、問題があると認め

られる場合は、早期に対応していること。 

ニ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該

情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

ホ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

≪留意事項≫ 

① 栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第６５号

の３に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第６５号の３イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとお

りとする。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の

数は含むことはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が１名以上配置されている場合

は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該

常勤の栄養士１名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を７０で除して得た数以上配

置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行

う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、こ

れらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合においても、特別な配慮を必要とする

場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。 

イ 暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除すること
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によって算出するものとし、小数点第２位以下を切り捨てるものとする。なお、やむを得ない事情

により、配置されていた職員数が一時的に減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充さ

れれば、職員数が減少しなかったものとみなすこととする。 

ロ 員数を算定する際の入所者数は、当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をも

って終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数

による。）。この場合、入所者数の平均は、前年度の全入所者の延数を当該前年度の日数で除して

得た数とする。この平均入所者の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③ 当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及

び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３

年３月１６日老認発０３１６第３号、老老発０３１６第２号）第４に基づき行うこと。ただし、低栄

養状態のリスクが中リスク者のうち、経口による食事の摂取を行っておらず、栄養補給法以外のリス

ク分類に該当しない場合は、低リスク者に準じた対応とすること。 

④ 低栄養状態のリスクが、中リスク及び高リスクに該当する者に対し、管理栄養士等が以下の対応を

行うこと。 

イ 基本サービスとして、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者

が共同して作成する栄養ケア計画に、低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法や食事の観察

の際に特に確認すべき点等を示すこと。 

ロ 当該栄養ケア計画に基づき、食事の観察を週３回以上行い、当該入所者の栄養状態、食事摂取

量、摂食・嚥下の状況、食欲・食事の満足感、嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢、食具、食事の

介助方法等の食事環境の整備等を実施すること。食事の観察については、管理栄養士が行うことを

基本とし、必要に応じ、関連する職種と連携して行うこと。やむを得ない事情により、管理栄養士

が実施できない場合は、介護職員等の他の職種の者が実施することも差し支えないが、観察した結

果については、管理栄養士に報告すること。 

なお、経口維持加算を算定している場合は、当該加算算定に係る食事の観察を兼ねても差し支え

ない。 

ハ 食事の観察の際に、問題点が見られた場合は、速やかに関連する職種と情報共有を行い、必要に

応じて栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

ニ 当該入所者が退所し、居宅での生活に移行する場合は、入所者又はその家族に対し、管理栄養士

が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。また、他の介護保険施設や医療機関に入所（入院）

する場合は、入所中の栄養管理に関する情報（必要栄養量、食事摂取量、嚥下調整食の必要性（嚥

下食コード）、食事上の留意事項等）を入所先（入院先）に提供すること。 

⑤ 低栄養状態のリスクが低リスクに該当する者については、④ロに掲げる食事の観察の際に、あわせ

て食事の状況を把握し、問題点がみられた場合は、速やかに関連する職種と情報共有し、必要に応じ

て栄養ケア計画を見直し、見直し後の計画に基づき対応すること。 

⑥ 大臣基準第６５号の３ニに規定する厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行う

こととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）

関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

  サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者
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の状態に応じた栄養ケア計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく支援の提供（Ｄｏ）、当該支援

内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａｃｔｉｏｎ）の一

連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

 

 

 

経口移行加算 Ｒ３：改正 

  ２８単位／日 

● 経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び

支援が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とする。 

● 算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管による食事の摂取を終了した日までの期間

とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して１８０日以内の期間に限る

ものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しない。 

● 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族の同意を得られ

た日から起算して１８０日を超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可能な者で

あって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が

必要とされる場合は、引き続き当該加算を算定できる。ただし、この場合において、医師の指示は

おおむね２週間ごとに受けるものとする。 

● 経管栄養法から経口栄養法への移行は、誤嚥性肺炎の危険も生じうる為、次のことを確認した上

で実施すること。 

・全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態が安定している）。 

・刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

・嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認められること）。 

・咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

● 経口移行加算を１８０日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間を空

けて再度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、当該加算は算定できな

い。 

● 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定されることから、必要

に応じて、介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実施するなどの適切な措置を講

じること。 

※ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職種の者が共同し

て、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること

（栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。 

※ 当該計画については、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援の対象となる入所
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者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、経口移行

計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の

作成に代えることができる。 

※ 当該計画に基づき、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又

は看護職員による支援を実施すること。 

※ 栄養管理の基準を満たさない場合の減算を適用している場合は算定しない。 

※ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

※ 関連通知：「栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示に

ついて」（平成１７年９月７日老老発第０９０７００２厚生労働省老健局老人保健課長通知）の一部改

正 

 

問： 言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。 

答： 利用者等の誤嚥を防止しつつ、経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等にお

ける特別な配慮のことをいう。 

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

問： 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定に

あたって歯科医師の関与や配置は必要か。 

答： 多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要

に応じて行うものである。 

 

問： 経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 

答： 本加算の算定要件としては管理栄養士の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当

する場合は、算定しない。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 

 

経口維持加算 Ｒ３：改正 

  経口維持加算（Ⅰ） ４００単位／月 

  経口維持加算（Ⅱ） １００単位／月 

 

● 加算（Ⅰ）については、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が

認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護

師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会

議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成して

いる場合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあって

は、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。）を受けた管理栄養士又

は栄養士が、栄養管理を行った場合に、１月につき所定単位数を加算する。 
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※ ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養管理の基準を満たさない場合の減算を適用し

ている場合は算定しない。 

 

● 加算（Ⅱ）については、協力歯科医療機関を定めている指定地域密着型介護老人福祉施設が、経口

維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するた

めの食事の観察及び会議等に、医師（指定地域密着型介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準第１３１条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が

加わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

● 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

● 入所者又は入院患者の摂食若しくは嚥えん下機能が医師の判断により適切に評価されていること。 

● 誤嚥えん等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

● 食形態に係る配慮など誤嚥えん防止のための適切な配慮がされていること。 

● ロからニまでについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して実

施するための体制が整備されていること。 

 

≪留意事項≫ 

① 経口維持加算（Ⅰ）については、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害（食事の摂取に関する認知機能の低

下を含む。以下同じ。）を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（ｆｏｏｄ

ｔｅｓｔ）」、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診法、造影撮影（医科診療

報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。以下同じ。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭

ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）等により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合

及び食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施することが困難であ

る場合を含む。以下同じ。）ことから、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が

必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師

が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養の

ために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専門員その他の職

種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、継続して経口に

よる食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維持計画の作成を行うとともに、

必要に応じた見直しを行うこと。また、当該経口維持計画の作成及び見直しを行った場合において

は、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、経口維持計画に相当する内容を地域密着型施設サ

ービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるも

のとすること。 

入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な
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取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守すること。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入所者の誤嚥を防止

しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂食方法等における適切な配慮の

ことをいう。 

② 経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（指定地域密着型サ

ービス基準第１３１条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚

士のいずれか１名以上が加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定し

た場合に算定されるものであること。 

③ 経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり実施する食事の観察及び会議等は、関

係職種が一堂に会して実施することを想定しているが、やむを得ない理由により、参加するべき者の

参加が得られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能

とする。 

④ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制

とすること。 

問： 指示を行う歯科医師は、対象者の入所（入院）している施設の歯科医師でなければいけないか。 

答： 対象者の入所（入院）している施設に勤務する歯科医師に限定していない。 

平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ 

 

問： 経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担

となると考えてよろしいか。 

答： 造影撮影（造影剤使用撮影）の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険施設に入所して

いる者については、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療保険で算定可能である。 

また、内視鏡検査（喉頭ファイバースコピー）の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健

施設入所者については、医療保険で算定可能である。 

なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往診通院についての施設

療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。 

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２） 

 

問： 経口維持加算（Ⅰ）の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価（水飲みテス

トなど）で嚥下機能評価している場合でも可能か。 

答： 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト（「氷砕片

飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、「改訂水飲みテスト」等を含む。）、頸部聴診法、造影

撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中

「喉頭ファイバースコピー」をいう。）等により誤嚥が認められる場合に算定出来るものである。 

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

 



94 

 

問： 運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあ

たって歯科医師の関与や配置は必要か。 

答： 多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に

応じて行うものである。 

 

問： 原則、６月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、６月を超えた場合の検査やおおむね１

月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。 

答： 原則、６月以内に限るとする算定要件の廃止に伴い、６月を超えた場合の水飲みテスト、 頸

部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等やおおむね１月ごとの医師又は歯科医師の指示に係る要件は

廃止となったものの、月１回以上行うこととされている食事の観察及び会議等において、検査や

誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理を行う必要性について検討し、必要に応

じて対応されたい。 

 

問： 経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 

答： 本加算の算定要件としては管理栄養士や看護師の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算

に該当する場合は、算定しない。 

 

問： 水飲みテストとはどのようなものか。 

答： 経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必

要である。代表的な水飲みテスト法である窪田の方法（窪田俊夫他：脳血管障害における麻痺性嚥

下障害－スクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、１０（２）：２７１－２７

６、１９８２）をお示しする。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）  

 

口腔衛生管理加算 Ｒ３：改正 

 口腔衛生管理加算（Ⅰ）   ９０単位／月 

 口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０単位／月（新設） 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対し、

歯科衛生士が口腔衛生の管理を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。 

 

（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第６９号 

イ 口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所者の
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口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

（２） 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月２回以上行う

こと。 

（３） 歯科衛生士が、（１）における入所者に係る口腔衛生等の管理について、介護職員に対し、

具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 

（４） 歯科衛生士が、（１）における入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応じ対

応すること。 

（５） 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

ロ 口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理の実施に当

たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して

いること。 

 

≪留意事項≫ 

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が施設の入所者に対して口腔衛

生の管理を行い、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をし

た場合において、当該入所者ごとに算定するものである。 

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービスを実施する

同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその家族等に確認する

とともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する同意を得た上で行うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔衛生の管理を行う歯科衛生士は、口腔に関

する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示内容のうち、特に歯

科衛生士が入所者に対する口腔衛生の管理を行うにあたり配慮すべき事項とする。）、当該歯科衛生

士が実施した口腔衛生の管理の内容、当該入所者に係る口腔清掃等について介護職員への具体的な技

術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実

施記録」という。）を別紙様式１を参考として作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該

口腔衛生管理に関する実施記録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提

供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対応するととも

に、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場合には、適切な歯科医療サ

ービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報提供を行うこと。 

⑤ 厚生労働省への情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、入所者
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の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決定（Ｐｌａｎ）、当該決定に基づく支援の提供（Ｄｏ）、

当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善（Ａｃｔ

ｉｏｎ）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

⑥ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算定できるが、

訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生指導料が３回以上算定され

た場合には算定できない。 

 

問： 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所し

た場合にはどのように取り扱えばよいのか。 

答： 入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算定で

きる。 

 

問： 口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯

に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であって

も、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時

間帯」に該当すると考えてよいか。 

答： 貴見のとおり。 

 

問： 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合

も算定できるのか。 

答： 利用者ごとに口腔ケアを行うことが必要である。 

 

問： 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入

所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成す

ればよいのか。 

答： 施設ごとに計画を作成することとなる。 

なお、口腔衛生管理加算の算定に当たっては、当該計画にあわせて入所者ごとに「口腔衛生管理

に関する実施記録」を作成・保管することが必要である。 

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

問： 口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛

生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協

力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。  

答： 協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科

医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。  
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問： 口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施計

画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。  

答： 貴見のとおり。  

 

問： 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力

歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。  

答： 施設と雇用関係にある歯科衛生士（常勤、非常勤を問わない）または協力歯科医療機関等に属

する歯科衛生士のいずれであっても算定可能である。ただし、算定にあたっては、協力歯科医療

機関等の歯科医師の指示が必要である。  

 

問： 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定できることとされ

ているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月２回に満たない場合であ

っても算定できるのか。満たない場合であっても算定できるのか。  

答： 月途中からの入所であっても、月２回以上口腔衛生等の管理が実施されていない場合には算定

できない。  

 

問： 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に

算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は２回分の実施とす

るのか。  

答： 同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、１回分の実施となる。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３）  

 

療養食加算 

  ６単位／日 

● 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されており、入所者の年齢、心身の状況によって

適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている場合に、入所者の病状等に応じて、主治の医師よ

り入所者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、療養食が提供された場合に

１日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

● 療養食の献立表が作成されていること。 

● 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

● 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっては、経口移行

加算又は経口維持加算を併せて算定することが可能。 

● 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づいて提供さ

れる入所者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰

瘍食(流動食は除く。)、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食である。 

● 療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わない。 
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● 減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるが、高血圧

症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならない。 

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量6.0g未満の減

塩食をいうこと。 

● 肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸

の場合を含む。)などをいう。 

● 胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えない。手術前後に与える高カロリー食は

加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場

合は、療養食の加算が認められる。また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下して

いる入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えない。 

● 貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が１０g /dl 以下

であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

● 高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症(肥満度が＋７０％以上又はＢＭI（Body Mass Index）が３５以上)に対して食事療法を

行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができる。 

● 特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のために特に残さの少

ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えない。 

● 脂質異常症食の対象となる入所者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ－

コレステロール値が１４０mg/dl以上である者又はＨＤＬ－コレステロール値が４０mg/dl未満若しく

は血清中性脂肪値が１５０mg/dl以上である者である。 

問： 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者と

は。 

答： 対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

問： 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事 療法により、血液検

査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 

答： 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくな

るまで算定できる。 

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２） 
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問： １０時や１５時に提供されたおやつは１食に含まれるか。 

答： おやつは算定対象に含まれない。 

 

問： 濃厚流動食のみの提供の場合は、３食として理解してよいか。 

答： １日給与量の指示があれば、２回で提供しても３回としてよい。 

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

 

配置医師緊急時対応加算  

 早朝（午前６時から午前８時までの時間）の場合     ６５０単位／回 

夜間（午後６時から午後１０時までの時間）の場合    ６５０単位／回 

深夜（午後１０時から午前６時までの時間）の場合  １，３００単位／回 

● 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診

療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされている

こと。 

● 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応

じ24時間対応できる体制を確保していること。 

● 配置医師が施設の求めに応じ、早朝、夜間又は深夜に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、か

つ、診療を行った理由を記録した場合。 

● 看護体制加算（Ⅱ）を算定していない場合は、算定しない。 

 

≪留意事項≫ 

① 入所者の看護・介護に当たる者が、配置医師に対し電話等で直接施設への訪問を依頼し、当該配置

医師が診療の必要性を認めた場合に、可及的速やかに施設に赴き診療を行った場合に算定できるもの

であり、定期的ないし計画的に施設に赴いて診療を行った場合には算定できない。ただし、医師が、

死期が迫った状態であると判断し、施設の職員と家族等に説明したうえで、当該入所者が死亡した場

合について、早朝や日中の診療終了後の夜間に施設を訪問し死亡診断を行うことを事前に決めている

場合には、この限りでない。 

② 加算の算定については、事前に氏名等を届出た配置医師が実際に訪問し診察を行ったときに限り算

定できる。 

③ 施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容について記録を行わなければなら

ない。 

④ 早朝・夜間（深夜を除く）とは、午後６時から午後１０時まで又は午前６時から午前８時までと

し、深夜の取扱いについては、午後１０時から午前６時までとする。なお、診療の開始時刻が加算の
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対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定すること。診療時間が長時間にわたる場合に、加算

の対象となる時間帯における診療時間が全体の診療時間に占める割合がごくわずかな場合において

は、当該加算は算定できない。 

⑤ 算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報共有の方法、

曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決めを事前に定め

ることにより、２４時間配置医師による対応又はその他の医師の往診による対応が可能な体制を整え

ることとする。 

 

問： 配置医師緊急時対応加算の趣旨如何。 

答： 配置医師が行う健康管理等の対応については個別の契約により給与や委託費等を支払う形式が

基本になっていると思われるが、今回の配置医師緊急時対応加算については、これまで、配置医師

が緊急時の対応を行ったような場合について報酬上の上乗せの評価等が存在しなかったことや、

施設の現場において緊急時の対応を行った配置医師に対する謝金や交通費の負担についての課題

が存在したことから、配置医師が深夜等に緊急時の対応を行う環境を整備し、こうした対応を推

進するために、新たな加算を設けることとしたものである。こうした趣旨を踏まえて、加算を活用

されたい。  

 

問： 早朝・夜間又は深夜に診療を行う必要があった理由とは、具体的にはどのようなものか。  

答： 例えば、入所者の体調に急変が生じ、緊急的にその対応を行う必要があったことが考えられる。  

 

問： 協力医療機関の医師が対応したときでも算定可能か。  

答： 配置医師が対応した場合のみ算定可能である。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

看取り介護加算 Ｒ３：改正 

看取り介護加算（Ⅰ） 

・死亡日以前３１日以上４５日以下  ：７２単位／日（新設） 

・死亡日以前４日以上３０日以下  ：１４４単位／日 

・死亡日以前２日又は３日     ：６８０単位／日→死亡月に加算 

・死亡日           ：１，２８０単位／日   

看取り介護加算（Ⅱ） 

・死亡日以前３１日以上４５日以下  ：７２単位／日（新設） 

・死亡日以前４日以上３０日以下  ：１４４単位／日 

・死亡日以前２日又は３日      ：７８０単位／日→死亡月に加算 

・死亡日           ：１，５８０単位／日 
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※ ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は算定しない。 

※ 加算（Ⅱ）については、入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り算定できる。 

※ 加算（Ⅱ）の算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報

共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関する取り決め

を事前に定めることにより、２４時間配置医師による対応又はその他の医師の往診による対応が可能

な体制を整えることとする。⇒配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当するものであること。 

 

●（施設要件） 

（１）常勤の看護師を１名以上配置し、看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーシ

ョンの看護職員との連携により、２４時間連絡できる体制を確保している。 

（２）看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に説明し、同意を得ている。 

（３）医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者による

協議の上、当該指定小さな木密着型介護老人福祉施設における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看

取りに関する指針の見直しを行う。 

（４）看取りに関する職員研修を行っている。 

（５）看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行う。 

 

●（入所者要件） 

（１）医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。 

（２）医師、生活相談員、看護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号にお

いて「医師等」という。）が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその

内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者（その家族等が説明を受

けた上で、同意している者を含む。）であること。 

（３）看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の

下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護

を受けている者（その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。）であること。 

 

≪留意事項（Ｒ３改定部分のみ抜粋）≫ 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し

た入所者について、その旨を入所者又はその家族等（以下「入所者等」という。）に対して説明し、

その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等とともに、医師、

看護職員、生活相談員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、随時、入所者等に対

して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人

らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。 

②～④（略） 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、多職種連携を

図るため、医師、生活相談員、看護職員、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等による適切な情

報共有に努めること。 
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イ～ハ（略） 

⑥（略） 

⑦ 看取り介護加算は、利用者等告示第６１号に定める基準に適合する看取り介護を受けた入所者が死

亡した場合に、死亡日を含めて４５日を上限として、施設において行った看取り介護を評価するもの

である。 

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院先で死亡した場合でも算定可

能であるが、その際には、施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日

までの間は、算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日までの期間が４

５日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） 

なお、看取り介護に係る計画の作成及び看取り介護の実施にあたっては、厚生労働省「人生の最終段

階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意思を尊重し

た医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努

めること。 

⑧、⑨（略） 

⑩ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日以前４５日の範

囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が可能である。 

⑪～⑮（略） 

 

問： 看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の入所者等に対し

て、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。 

答： 「看取りに関する指針」の見直しにより、「当該施設の看取りに関する考え方」等の重要な変更

があった場合には、改めて入所者及びその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある。なお、そ

れ以外の場合についても、入所者等への周知を行うことが適切である。 

 

問： 看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、

入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、

同意を得たとして算定はできないのか。 

答： 少なくとも説明及び同意の有無を確認することは、原則入所時に行う必要がある。ただし、同意

の有無を確認することについては、入所者の意思に関わるものであることから、遅くとも看取り

介護の開始前に行う必要がある。 

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 
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在宅復帰支援機能加算  

  １０単位／日 

● 退所後の在宅生活について本人・家族等の相談支援を行うとともに、居宅介護支援事業者や主治医

との連絡調整を図るなど、在宅復帰支援を積極的に行い、かつ、一定割合以上の在宅復帰を実現して

いる施設について加算。 

● 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者(在宅・入所相互利用加算を算定し

ているものを除く)の総数のうち、在宅において介護を受けることとなったもの（入所期間が１月間

を超えている者）の占める割合が２割を超えていること。 

● 退所した日から３０日以内に、当該施設の従業者が居宅を訪問すること又は指定居宅介護支援事業

者から情報提供を受けることにより、当該退所者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであ

ることを確認し、記録していること。 

● 入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者及びその家族に対して、居宅サービスその他の保健

医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行うこと。必要に応じ当該入所者の同意を得て退

所後の居住地を管轄する市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入

所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者にかかる居宅サービスに必要な情報を提供すること。 

● 相談援助の内容 

・食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

・退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等に関する

相談助言 

・家屋の改善に関する相談援助 

・退所する者の介助方法に関する相談援助 

● 入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サービスに必要な情報の

提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。 

 

 

 

在宅・入所相互利用加算 

  ４０単位／日 

● 在宅生活を継続する観点から、複数人があらかじめ在宅期間及び入所期間（３月限度）を定めて、

当該施設の居室を計画的に利用している者。 

在宅での生活期間中の介護支援専門員と施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、

双方合意の上、介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目標及び方針

の内容を説明し、同意を得ている場合に、対象者の入所期間１日につき４０単位を加算する。 

● 施設の介護支援専門員は、入所期間終了に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該

入所者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支援専門員

※算定根拠等の関係書類を整備しておくこと。 
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とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めること。 

※ 在宅期間と入所期間（３月限度）について、文書による同意を得ること。 

※ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点から、施設の介護支援専門員、

施設の介護職員等、在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サービス事業者等に

よる支援チームをつくること。 

※ 支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前及び施設から退所して在宅に戻る前

においては必須とし、おおむね１月に１回）カンファレンスを開くこと。 

※ カンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期間における対象者の心身の状況を報

告し、目標及び方針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又は入所期間における

介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。 

※ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担については、支援チームの

中で協議して適切な形態を定めること。 

 

 

問： 「在宅入所相互利用加算」により要介護２以下の方が利用する場合には、いわゆる「特例入所」

の要件を満たした者でなければいけないのか。  

答： 平成２７年４月以降、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所する者は、原則

として要介護３以上に限定されることとなるため、貴見のとおりである。  

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

認知症専門ケア加算 Ｒ３：改定 

  認知症専門ケア加算（Ⅰ）  ３単位／日 

  認知症専門ケア加算（Ⅱ）  ４単位／日 

 

「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知

症の入所者（＝対象者）」に対し、専門的な認知症ケアを行った場合に、１～２のいずれかを算定。 

 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

・ 入所者総数のうち、対象者の占める割合が１／２以上。 

・ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者数が、２０人未満の場合は１以上、

２０人以上の場合は＋１（対象者数が１９を越えて１０又はその端数を増すごとに１）以上配置

し、チームとして専門的な認知症ケアを実施している。 

・ 認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している。 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

・ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）に適合している。 

・ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準に加
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え１名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施している。 

・ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又

は実施を予定している。 

 

≪留意事項≫ 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認

知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成

１８年３月３１日老発第０３３１０１０号厚生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事

業の円滑な運営について」（平成１８年３月３１日老計第０３３１００７号厚生労働省計画課長通

知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとす

る。 

③ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理

に関するガイドライン」等を遵守すること。 

④ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及

び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指導者研修」及び認

知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

 

問： 例えば、平成１８年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護

福祉士ファーストステップ研修」については 認知症介護実践リーダー研修相当として認められる

か。 

答： 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する

研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 

  

問： 認知症専門ケア加算（Ⅱ）の認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわない

か。  

答： 認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っ

ている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。  

 

問： 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。  

答： 届出の属する月の前３月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。  

 

問： 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤

要件等はあるか。  

答： 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知

症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を
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実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。  

なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事

業所１か所のみである。  

 

問： 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成１２年９月

５日老発第６２３号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成１２年１０月２５日

老計第４３号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。  

答： 含むものとする。  

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１）  

 

問： 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報

は必ず文書で提供する必要があるのか。  

答： 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診

療情報提供を義務づけるものではない。  

 

問： 加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには認知症介護

実践リーダー研修修了者１名と認知症介護指導者研修修了者１名の合計２名の配置が必要か。  

答： 加算対象となる者が１０名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修

の両方を修了した者が１名配置されていれば認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定できるものとする  

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２） 

 

問： 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護

の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがある

か。  

答： 現時点では、以下のいずれかの研修である。  

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修  

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師

教育課程  

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」  

ただし、③については認定証が発行されている者に限る。  

 

問： 認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件の一つである認知

症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係

る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。  

答： 必要ない。例えば加算の対象者が２０名未満の場合、  

・認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者  

・認知症看護に係る適切な研修を修了した者  

のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することができる。  
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（研修修了者の人員配置例） 

 加算対象者数 

～19 20～29 30～39 … 

必要な研

修修了者

の配置数 

「認知症介護に係る専門的な研修」 

１ ２ ３ …  認知症介護実践リーダー研修 

 認知症看護に係る適切な研修 

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 

１ １ １ …  認知症介護指導者養成研修 

 認知症看護に係る適切な研修 

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看

護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専門的な研修」及び「認

知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配置したことになる。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．４） 

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

  ２００単位／日 

 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入所するこ

とが適当であると判断した者に対し、指定地域密着型介護福祉施設サービスを行った場合は、入所した

日から起算して７日を限度として、１日につき所定単位数を加算する。 

 

≪留意事項≫ 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言

等の症状を指すものである。 

② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められた際に、介護

老人福祉施設に一時的に入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価す

るものである。 

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊

急に地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専

門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、当該施設に入所した場合に算定す

ることができる。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定で

きるものとする。この際、当該施設への入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断さ

れる場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医療が受

けられるように配慮する必要がある。 

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、入所後速やか
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に退所に向けた施設サービス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」が安定した際

には速やかに在宅復帰が可能となるようにすること。 

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないものであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活

介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居

者生活介護及び短期利用地域密着型短特定施設入居者生活介護を利用中の者 

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施設も判断を行っ

た医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録しておくこと。 

⑦ 当該加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設

備を整備すること。 

⑧ 当該加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該地域密着型介護老人福祉施設に入所したことが

ない場合及び過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定でき

ることとする。 

 

問： 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、

本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、７日分算定が可能か。 

答： 当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から７日間以内で算

定できる。 

 

問： 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できる

か。 

答： 本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定

どおりの入所は対象とならない。 

平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ 

 

褥瘡マネジメント加算 Ｒ３：改定 

※Ｒ３改定により従来の「褥瘡マネジメント加算」は廃止（経過措置あり：留意事項⑩を参照） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位／月（新設） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）１３単位／月（新設） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉

施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につ

き上記単位数を加算する。 

※加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）の同時算定は不可。 
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（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第７１号の２ 

イ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）入所者又は利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時

に評価し、その後少なくとも３月に１回評価するとともに、その評価結果等の情報を厚生労働省

に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために

必要な情報を活用していること。 

（２）（１）の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医師、

看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関す

る褥瘡ケア計画を作成していること。 

（３）入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や

入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。 

（４）（１）の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直

していること。 

ロ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）から（４）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２）イ（１）の評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所

者又は利用者について、褥瘡の発生のないこと。 

≪留意事項≫ 

① 褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が褥

瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該計画に基づく褥瘡管理

の実施（Ｄｏ）、当該実施内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該計画の見直し（Ａｃ

ｔｉｏｎ）といったサイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係

る質の管理を行った場合に加算するものである。 

② 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第７１

号の２イに掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）又は

（Ⅲ）を算定する者を除く。）に対して算定できるものであること。 

③ 大臣基準第７１号の２イ（１）の評価は、別紙様式５を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と関連

のあるリスクについて実施すること。 

④ 大臣基準第７１号の２イ（１）の施設入所時の評価は、大臣基準第７１号の２イ（１）から（４）

までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入

所者については、当該者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月において既

に入所している者（以下「既入所者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時にお

ける評価を行うこと。 

⑤ 大臣基準第７１号の２イ（１）の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関
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連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

⑥ 大臣基準第７１号の２イ（２）の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考にし

ながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項や、入所

者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式５を用いて、作成すること。なお、地域密

着型介護福祉施設サービスにおいては、褥瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載

する場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は枠

で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。 

⑦ 大臣基準第７１号の２イ（３）において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥瘡ケ

ア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第７１号の２イ（４）における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の問題

（褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直

ちに実施すること。 

その際、ＰＤＣＡの推進及び褥瘡管理に係る質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及び

フィードバック情報を活用すること。  

⑨ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）は、褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設において、

④の評価の結果、施設入所時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、施設入所日の

属する月の翌月以降に別紙様式５を用いて評価を実施し、当該月に別紙様式５に示す持続する発赤

（ｄ１）以上の褥瘡の発症がない場合に、所定単位数を算定できるものとする。 

ただし、施設入所時に褥瘡があった入所者については、当該褥瘡の治癒後に、褥瘡の再発がない場

合に算定できるものとする。 

⑩ 褥瘡管理に当たっては、施設ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを

整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものであること。 

※ 別紙様式５については、厚生労働省のＨＰ等で確認すること。 

問： 褥瘡ケア計画を作成する際に参考にする、褥瘡管理に対するガイドラインに、以下のものは含まれるか。 

・褥瘡 予防・管理ガイドライン（平成２７年 日本褥瘡学会） 

・褥瘡診療ガイドライン（平成２９年 日本皮膚科学会） 

答： いずれも含まれる。             平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

問： 「褥瘡対策に関するケア計画書」と「排せつ支援計画書」に関して、厚生労働省が示した様式通

りに記載する必要があるか。 

答： 「老企第４０号平成１２年３月８日厚生省老人保健福祉局企画課長通知」に記載の通り、厚生労

働省が示した「褥瘡対策に関するケア計画書」、「排せつ支援計画書」はひな形であり、これまで施

設で使用してきた施設サービス計画書等の様式にひな形同様の内容が判断できる項目が網羅され

ていれば、その様式を代用することができる。 

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．４） 
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問： 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれる

が、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

答 ・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月におい

て、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者に

ついて情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等

により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目

である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の

利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

  

問： ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含ま

れるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。  

答： ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただ

くが、ＬＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収

集するものではない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提

出自体については、利用者の同意は必要ない。  

 

問： 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る

同意が取れない場合には算定できないのか。  

答： 加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を

含む原則全ての利用 者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得

られた利用者又は入所者について算定が可能である。  

 

問： 科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加算科学的介護推進体制加算、ＡＤＬ維持等加

算((ⅠⅠ))若しくは若しくは((ⅡⅡ))、自立支援促進加、自立支援促進加算、個別機能訓

練加算算、個別機能訓練加算((ⅡⅡ))、リハビリテーションマネジメント加算、リハビリ

テーションマネジメント加算((ＡＡ))ロ若しくはロ若しくは((ＢＢ))ロ、リハビリテー

ションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法ロ、リハビリテーシ

ョンマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係

る加算において、及び言語聴覚療法に係る加算において、BarthelBarthel IndexIndex（Ｂ

Ｉ）のデータ提出に際して、（ＢＩ）のデータ提出に際して、老人保健健康増進老人保健

健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているＩＣＦ等事業にお

いて一定の読み替え精度について検証されているＩＣＦステージングから読み替えたも

のを提出してもよいか。ステージングから読み替えたものを提出してもよいか。  

答： ＢＩの提出については、通常、ＢＩを評価する場合に相当する読み替え精度が内容の妥

当性を含め客観的に検証された指標について、測定者が、  

・ ＢＩに係る研修を受け、  
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・ ＢＩへの読み替え規則を理解し、  

・ 読み替え精度等を踏まえ、必要に応じて、読み替えの際に、正確なBIを別途評価する  

等の対応を行い、提出することが必要である。  

 

問： 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごと

に、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管

理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加で

きない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア

認定看護師が参加することにして差し支えないか。 

答： 差し支えない。 

 

問： 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、

加算の算定は可能か。 

答： 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、

褥瘡の発生がない場合に算定可能である。施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者に

ついて、入所後に褥瘡が発生した場合はその期間褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）を算定できず、褥瘡

の治癒後に再発がない場合は褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）を算定できる。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 

 

問： ＬＩＦＥに提出すべき情報は「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ ）関連加算に関する基本

的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 」（令和３年３月１６日老老発０３１

６第４号）の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たって

は、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。  

答： ・「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手

順及び様式例の提示について 」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４号） においてお

示しをしているとおり 、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれ

の加算で求められる項目（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。  

・ ただし、 同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又

は入所者の評価等において 各加算における様式と同一のものを用いることを求めるもので

はない 。  

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．５）  

 

問： サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算

の要件である情報提出の取扱い如何。  

答 ・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サ

ービスの提供を終了する日の属する月の翌月１０日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行ってい

ただくこととしている。  

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による３０日未満
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のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加

算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとし

て差し支えない。  

・ 一方、長期間の入院等により、３０日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定

要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利

用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。  

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加

算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算  

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算  

令和３年４月改訂関係 Q＆A（Ｖｏｌ．１０）  

 

排せつ支援加算 Ｒ３：改定 

  ※Ｒ３改定により従来の「排せつ支援加算」は廃止（経過措置あり：留意事項⑯を参照） 

 

  排せつ支援加算（Ⅰ）  １０単位／月（新設）  

排せつ支援加算（Ⅱ）  １５単位／月（新設）  

排せつ支援加算（Ⅲ）  ２０単位／月（新設）  

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定地域密着型介

護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、１月につき所定単位数を加算する。  

※加算（Ⅰ）～加算（Ⅲ）の同時算定は不可。 

 

（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第７１号の３  

イ 排せつ支援加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（１）入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護

師が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも６月に１回評価するとともに、その

評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その他排せつ

支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。  

（２）（１）の評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行うこ

とにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門員その他

の職種の者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基

づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。  

（３）（１）の評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直して

いること。  
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ロ 排せつ支援加算（Ⅱ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（１）イ（１）から（３）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。  

（２）次に掲げる基準のいずれかに適合すること。  

（一）イ（１）の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又は利用開始

時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がな

いこと。 

（二）イ（１）の評価の結果、施設入所時又は利用開始時におむつを使用していた者であって要介

護状態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこと。  

ハ 排せつ支援加算（Ⅲ）  

イ（１）から（３）まで並びにロ（２）(一)及び(二)に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

≪留意事項≫  

① 排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、入所者が排せつに介

護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Ｐｌａｎ）、当該支援計画に基づく排せつ支援の

実施（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏まえた当該支援計画の見直し（Ａ

ｃｔｉｏｎ）といったサイクル（以下「ＰＤＣＡ」という。）の構築を通じて、継続的に排せつ支援

の質の管理を行った場合に加算するものである。  

② 排せつ支援加算（Ⅰ）は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第７１号の３

に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員（排せつ支援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定す

る者を除く。）に対して算定できるものであること。  

③ 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提としつつ、

さらに特別な支援を行うことにより、施設入所時と比較して排せつの状態が改善することを評価した

ものである。したがって、例えば、施設入所時において、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることが

できるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむ

つへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象とはなら

ない。  

④ 大臣基準第７１号の３イ（１）の評価は、別紙様式６を用いて、排尿・排便の状態及びおむつ使用

の有無並びに特別な支援が行われた場合におけるそれらの３か月後の見込みについて実施する。  

⑤ 大臣基準第７１号の３イ（１）の施設入所時の評価は、大臣基準第７１号の３イ（１）から（３）

までの要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日の属する月及び当該月以降の新規入

所者については、当該者の施設入所時に評価を行うこととし、届出の日の属する月の前月以前から既

に入所している者（以下「既入所者」という。）については、介護記録等に基づき、施設入所時にお

ける評価を行うこと。  

⑥ ④又は⑤の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ報告す

ることとする。また、医師と連携した看護師が④の評価を行う際、入所者の背景疾患の状況を勘案す

る必要がある場合等は、医師へ相談することとする。  

⑦ 大臣基準第７１号の３イ（１）の評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと
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とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関

連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。  

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

⑧ 大臣基準第71号の３イ（２）の「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用い

られる「認定調査員テキスト２００９改訂版（平成３０年４月改訂）」の方法を用いて、排尿又は排

便の状態が、「一部介助」若しくは「全介助」と評価される者又はおむつを使用している者をいう。  

⑨ 大臣基準第７１号の３イ（２）の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」

とは、特別な支援を行わなかった場合には、当該排尿若しくは排便又はおむつ使用にかかる状態の評価

が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、排尿又は排便の状態の

少なくとも一方が改善又はおむつ使用ありから使用なしに改善すること、あるいは、排尿又は排便の状

態の少なくとも一方が改善し、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善することが見込まれることを

いう。 

⑩ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介護を要す

る要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用いて支援計画を作成す

る。要因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、④の評価を行った医師又は看護師、介護支援専門

員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護職員を含むものとし、その他、疾患、使用して

いる薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜

加える。なお、介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中

に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとするが、下線又は

枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすること。  

⑪ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者の特性に配

慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意する。また、支援におい

て入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。  

⑫ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者及びその家族に対し、排せ

つの状態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、当該支援は入所者及び

その家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場合に行うものであること、及び支援

開始後であってもいつでも入所者及びその家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを

説明し、入所者及びその家族の理解と希望を確認した上で行うこと。  

⑬ 大臣基準第７１号の３イ（３）における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排せつ支

援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに

実施すること。  

その際、ＰＤＣＡの推進及び排せつ支援の質の向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報及びフ

ィードバック情報を活用すること。  

⑭ 排せつ支援加算（Ⅱ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設において、施設入所時と

比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪化がない場合又はお

むつ使用ありから使用なしに改善した場合に、算定できることとする。  

⑮ 排せつ支援加算（Ⅲ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす施設において、施設入所時と比
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較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がなく、かつ、おむつ使用あ

りから使用なしに改善した場合に、算定できることとする。 

※別紙様式６については、厚生労働省のＨＰ等で確認すること。 

問： 排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成する際に参考にする、失禁

に対するガイドラインに、以下のものは含まれるか。 

・ＥＢＭに基づく尿失禁診療ガイドライン（平成１６年 泌尿器科領域の治療標準化に関する研究

班） 

・男性下部尿路症状診療ガイドライン（平成２５年 日本排尿機能学会） 

・女性下部尿路症状診療ガイドライン（平成２５年 日本排尿機能学会） 

・便失禁診療ガイドライン（平成２９年 日本大腸肛門病学会） 

答： いずれも含まれる。 

 

問： 排せつ支援加算について、「支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した

日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を算定する。ただし、同

一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」とされているが、  

１）「支援を継続して実施」を満たすためには、毎日必ず何らかの支援を行っている必要があるの

か。  

２）支援を開始した日の属する月から起算して６月の期間が経過する前に、支援が終了すること

も想定されるか。その場合、加算の算定はいつまで可能か。  

３）「同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」とは、入所中１月分し

か当該加算を算定できないという意味ではなく、加算が算定できる６月の期間を経過する等

によって加算の算定を終了した場合は、支援を継続したり、新たに支援計画を立てたりして

も加算を算定することはできないという意味か。  

答： １）排せつに関して必要な支援が日常的に行われていれば、必ずしも毎日何らかの支援を行って

いることを求めるものではない。  

２）想定される。例えば、６月の期間の経過より前に当初見込んだ改善を達成し、その後は支援

なしでも維持できると判断された場合や、利用者の希望によって支援を中止した場合等で、

日常的な支援が行われない月が発生した際には、当該の月以降、加算は算定できない。  

３）貴見のとおりである。  

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

問： 排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定

が可能なのか。  

答： 排せつ支援加算（Ⅰ）は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を

行い、ＬＩＦＥを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可

能である。  
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問： 排せつ支援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使

用は、おむつの使用に含まれるのか。  

答： 使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを 前提と

している場合は、おむつに該当する。  

 

問： 排せつ支援加算又（Ⅱ）又は（Ⅲ）の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者

が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。  

答： おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの使用が

終日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない。  

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ.３）   

 

自立支援促進加算 Ｒ３：新設 

  ３００単位／月 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老

人福祉施設において、継続的に入所者ごとの自立支援を行った場合は、１月につき所定単位数を加算す

る。 

 

（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第７１号の４ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 医師が入所者ごとに、施設入所時に自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なくとも６月に１

回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、自立

支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な促進のために必要な情報を活用し

ていること。 

ロ イの医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、看護職員、介

護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画

に従ったケアを実施していること。 

ハ イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援計画を見直していること。 

ニ 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

 

≪留意事項≫ 

① 自立支援促進加算は、入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図るため、多職種

共同による、入所者が自立支援の促進を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Ｐｌａｎ）、

当該支援計画に基づく自立支援の促進（Ｄｏ）、当該支援内容の評価（Ｃｈｅｃｋ）とその結果を踏

まえた当該支援計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）といったサイクル（「ＰＤＣＡ」という。）の構築を

通じて、継続的に入所者の尊厳を保持し、自立支援に係る質の管理を行った場合に加算するものであ
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る。 

② 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ、適切な介護が提供されていることを前提としつつ、

介護保険制度の理念に基づき、入所者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、特に必要な支援を実施していることを評価するものである。 

  このため、医師が、定期的に、全ての入所者に対する医学的評価及びリハビリテーション、日々の

過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門

員その他の職種が、医学的評価、アセスメント及び支援実績に基づき、特に自立支援のための対応が

必要とされた者について、生活全般において適切な介護を実施するための包括的な支援計画を策定

し、個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組や本人を尊重する個別ケア、寝た

きり防止に資する取組、自立した生活を支える取組、廃用性機能障害に対する機能回復・重度化防止

のための自立支援の取組などの特別な支援を行っている場合に算定できるものである。 

なお、本加算は、画一的・集団的な介護又は個別的ではあっても画一的な支援計画による取組を評

価するものではないこと、また、リハビリテーションや機能訓練の実施を評価するものではないこと

から、個別のリハビリテーションや機能訓練を実施することのみでは、加算の対象とはならないこ

と。 

③ 本加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第７１号の４に掲げる要件を

満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

④ 大臣基準第７１号の４イの自立支援に係る医学的評価は、医師が必要に応じて関連職種と連携し、

別紙様式７を用いて、当該時点における自立支援に係る評価に加え、特別な支援を実施することによ

る入所者の状態の改善可能性等について、実施すること。 

⑤ 大臣基準第７１号の４ロの支援計画は、関係職種が共同し、別紙様式７を用いて、訓練の提供に係

る事項（離床・基本動作、ＡＤＬ動作、日々の過ごし方及び訓練時間等）の全ての項目について作成

すること。作成にあたっては、④の医学的評価及び支援実績等に基づき、個々の入所者の特性に配慮

しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意すること。 

⑥ 当該支援計画の各項目は原則として以下のとおり実施すること。その際、入所者及びその家族の希

望も確認し、入所者の尊厳が支援に当たり十分保持されるように留意すること。 

ａ 寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援す

る。 

 ｂ 食事は、本人の希望に応じ、居室外で、車椅子ではなく普通の椅子を用いる等、施設において

も、本人の希望を尊重し、自宅等におけるこれまでの暮らしを維持できるようにする。食事の時間 

や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する。 

ｃ 排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用する

こととし、特に多床室においては、ポータブルトイレの使用を前提とした支援計画を策定してはな

らない。 

ｄ 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣

や希望を尊重すること。 

ｅ 生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続け

られるようにする。 
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ｆ リハビリテーション及び機能訓練の実施については、本加算において評価をするものではないが、

④の評価に基づき、必要な場合は、入所者本人や家族の希望も確認して施設サービス計画の見直しを

行う。 

⑦ 大臣基準第７１号の４ロにおいて、支援計画に基づいたケアを実施する際には、対象となる入所者

又はその家族に説明し、その同意を得ること。 

⑧ 大臣基準第７１号の４ハにおける支援計画の見直しは、支援計画に実施上に当たっての課題（入所

者の自立に係る状態の変化、支援の実施時における医学的観点からの留意事項に関する大きな変更、

関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性等）に応じ、必要に応じた見直しを行うこ

と。 

その際、ＰＤＣＡの推進及びケアの向上を図る観点から、ＬＩＦＥへの提出情報とフィードバック

情報を活用すること。 

⑨ 大臣基準第７１号の４ニの評価結果等の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととす

る。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適

宜活用されるものである。 

 

問： 入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣

や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合

は要件を満たすことになるのか。 

答： 本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮す

べき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必

要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．２） 

 

問： 加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な

情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 

答： 既に施設に入所している入所者については、入所時の介護記録等にて評価が可能であれば、施設

入所時の情報を提出していただきたいが、やむを得ず仮に提出ができない場合であっても、加算

の算定ができなくなるものではない。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Ｖｏｌ．３） 

 

問： 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」と

はどのような趣旨か。  

答：・ これまで、  

－ 寝たきりや不活発等に伴う廃用性機能障害は、適切なケアを行うことにより、回復や重度化防

止が期待できること  

－ 中重度の要介護者においても、離床時間や座位保持時間が長い程、ＡＤＬが改善すること  
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等が示されており（※）さらに、日中の過ごし方を充実したものとすることで、本人の生きがい

を支援し、生活の質を高めていくこと、さらには、機能障害があってもＡＤＬおよびＩＡＤＬを

高め、社会参加につなげていくことが重要である。  

・ 介護保険は、尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよ

う、必要なサービス提供することを目的とするものであり、本加算は、これらの取組を強化し行っ

ている施設を評価することとし、多職種で連携し、「尊厳の保持」、「本人を尊重する個別ケ

ア」、「寝たきり防止」、「自立生活の支援」等の観点から作成した支援計画に基づき、適切なケ

アを行うことを評価することとしたものである。  

※第１８５回社会保障審議会介護給付費分科会資料１２３ページ等を参照  

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf 

 

問： 「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。

また、希望の確認にあたっては、どのようなことが求められるか。  

答： 

・具体的には、要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、個々の入所

者や家族の希望を聴取し、支援計画を作成し、計画に基づく取組を行うなど本人を尊重する個

別ケア等により、入所者や家族の願いや希望に沿った、人生の最期までの尊厳の保持に資する

取組を求めるものである。  

・なお、個々の入所者の希望の確認にあたっては、改善の可能性等を詳細に説明する必要があ

り、例えば、入所者がおむつを使用している状態に慣れて、改善の可能性があるにも関わら

ず、おむつの使用継続を希望しているような場合は、本加算で求める入所者や家族の希望とは

いえないことに留意が必要である。  

 

問： 支援計画の実施（「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サー

ビス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１２年３月８日老企第４０

号）第２の５（３７）⑥ａ～ｆ等に基づくものをいう。以下同じ。）にあたっては、原則とし

て「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に

支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。また、離床時間の

目安はあるか。  

答： 

・具体的には、廃用性機能障害は、基本的に回復が期待できるものであることを踏まえ、いわゆ

る「寝たきり」となることを防止する取組を実施するにあたり、計画的に行う離床等の支援を

一定時間実施することを求めるものである。  

・したがって、治療のための安静保持が必要であることやターミナルケア等を行っていること

など医学的な理由等により、やむを得ずベッド離床や座位保持を行うべきではない場合を除

き、原則として、全ての入所者がベッド離床や座位保持を行っていることが必要である。 

・なお、  

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf
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－ 具体的な離床時間については、高齢者における離床時間と日常生活動作は有意に関連し、

離床時間が少ない人ほど日常生活動作の自立度が低い傾向にある（※）とのデータ等もある

ことを参考に、一定の時間を確保すること  

－ 本人の生きがいを支援し、生活の質を高めていく観点から、離床中行う内容を具体的に検

討して取り組むことも重要である。  

※第１８５回社会保障審議会介護給付費分科会資料１２３ページを参照  

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000672514.pdf  

 

問： 支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的で

はなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められ

るのか。  

答：・具体的には、入所者が要介護状態となる以前の生活にどれだけ近づけるかという観点から、  

－ 個人の習慣や希望を踏まえた食事の時間の設定  

－ 慣れ親しんだ食器等の使用  

－ 管理栄養士や調理員等の関係職種との連携による、個人の嗜好や見栄え等に配慮した食事

の提供など、入所者毎の習慣や希望に沿った個別対応を行うことを想定している。  

・また、  

－ 経管栄養といった医学的な理由等により、ベッド離床を行うべきではない場合を除き、ベ

ッド上で食事をとる入所者がいないようすること  

－ 入所者の体調や食欲等の本人の意向等に応じて、配膳・下膳の時間に配慮することといっ

た取組を想定している。  

・なお、衛生面に十分配慮のうえ、本人の状況を踏まえつつ、調理から喫食まで１２０分以内

の範囲にできるように配膳することが望ましいが、結果的に喫食出来なかった場合に、レト

ルト食品の常備食を提供すること等も考えられること。  

 

問： 支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつ

つ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取

組が求められるのか。  

答： 

・排せつは、プライバシーへの配慮等の観点から本来はトイレで行うものであり、要介護状態で

あっても、適切な介助により、トイレで排せつを行える場合も多いことから、多床室における

ポータブルトイレの使用は避けることが望ましい。  

・このため、本加算は、日中の通常のケア（※）において、多床室でポータブルトイレを使用し

ている利用者がいないことを想定している。  

※ 通常のケアではないものとして、特定の入所者について、在宅復帰の際にポータブルトイ

レを使用するため、可能な限り多床室以外での訓練を実施した上で、本人や家族等も同意の

上で、やむを得ず、プライバシー等にも十分に配慮して一時的にポータブルトイレを使用し

た訓練を実施する場合が想定される  
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・なお、「入所者ごとの排せつリズムを考慮」とは、  

－ トイレで排せつするためには、生理的な排便のタイミングや推定される膀胱内の残尿量

の想定に基づき、入所者ごとの排せつリズムを考慮したケアを提供することが必要であ

り、全ての入所者について、個々の利用者の排せつケアに関連する情報等を把握し、支援

計画を作成し定期的に見直すことや、  

－ 入所者に対して、例えば、おむつ交換にあたって、排せつリズムや、本人のＱＯＬ、本人

が希望する時間等に沿って実施するものであり、こうした入所者の希望等を踏まえず、夜

間、定時に一斉に巡回してすべての入所者のおむつ交換を一律に実施するような対応が行わ

れていないことを想定している。  

 

問： 支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴と

し、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的には

どのような取組が求められるのか。  

答： 

・尊厳の保持の観点から、すべての入所者が、特別浴槽でなく、個人浴槽等の一般浴槽で入浴し

ていることが原則である。やむを得ず、特別浴槽（個人浴槽を除く。）を利用している入所者

がいる場合についても、一般浴槽を利用する入所者と同様であるが、  

－ 入浴時間を本人の希望を踏まえた時間に設定することや  

－ 本人の希望に応じて、流れ作業のような集団ケアとしないため、例えば、マンツーマン入

浴ケアのように、同一の職員が居室から浴室までの利用者の移動や、脱衣、洗身、着衣等の

一連の行為に携わること  

－ 脱衣所や浴室において、プライバシーの配慮に十分留意すること等の個人の尊厳の保持を

より重視したケアを行うことが必要である。  

・また、自立支援の観点から、入所者の残存能力及び回復可能性のある能力に着目したケアを行

うことが重要である。  

・なお、重度の要介護者に対して職員１人で個浴介助を行う場合には技術の習得が必要であ

り、事業所において組織的に研修等を行う取組が重要である。なお、両側四肢麻痺等の重度

の利用者に対する浴室での入浴ケアは２人以上の複数の職員で行うことを想定している。  

 

問： 支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、

可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどの

ような取組を行うことが求められるのか。  

答： 

・個々の入所者や家族の希望等を叶えるといった視点が重要であり、例えば、  

－ 起床後着替えを行い、利用者や職員、家族や来訪者とコミュニケーションをとること  

－ 趣味活動に興じることや、本人の希望に応じた外出をすること等、本人の希望等を踏まえ

た、過ごし方に対する支援を行うことを求めるものである。  

例えば、認知症の利用者においても、進行に応じて、その時点で出来る能力により社会参加
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することが本人の暮らしの支援につながると考えられる。  

・なお、利用者の居室について、本人の愛着ある物（仏壇や家具、家族の写真等）を持ち込むこ

とにより、本人の安心できる環境づくりを行うとの視点も重要であり、特に、認知症の利用者

には有効な取組であると考えられる。  

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１０）  

 

科学的介護推進体制加算 Ｒ３：新設 

 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） ４０単位／月（新設）  

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） ５０単位／月（新設） 

 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人

福祉施設が、入所者に対し指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従

い、１月につき上記単位数を加算する。  

※加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）の同時算定は不可。 

 

（厚生労働大臣が定める基準）大臣基準第７１号の５ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１）入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係

る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（２）必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、（１）に規定する情報

その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

ロ 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

次のいずれにも適合すること。 

（１）イ（１）に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出して

いること。 

（２）必要に応じて施設サービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、イ（１）に規定する情

報、（１）に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用してい

ること。 

 

≪留意事項≫ 

① 科学的介護推進体制加算は、原則として入所者全員を対象として、入所者ごとに大臣基準第７１号

の５に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。 

② 大臣基準第７１号の５イ（１）及びロ（１）の情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこと

とする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関

連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。 
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③ 施設は、入所者に提供する施設サービスの質を常に向上させていくため、計画（Ｐｌａｎ）、実行

（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、質

の高いサービスを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具

体的には、次のような一連の取組が求められる。したがって、情報を厚生労働省に提出するだけで

は、本加算の算定対象とはならない。 

イ 入所者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するための施設サー

ビス計画を作成する（Ｐｌａｎ）。 

ロ サービスの提供に当たっては、施設サービス計画に基づいて、入所者の自立支援や重度化防止に資

する介護を実施する（Ｄｏ）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、施設の特性やサ

ービス提供の在り方について検証を行う（Ｃｈｅｃｋ）。 

ニ 検証結果に基づき、入所者の施設サービス計画を適切に見直し、施設全体として、サービスの質

の更なる向上に努める（Ａｃｔｉｏｎ）。 

④ 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、

適宜活用されるものである。 

 

問： 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれる

が、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

答： 

・ やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月におい

て、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者に

ついて情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、システムトラブル等

により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出ができなかった場合がある。 

・ また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目

である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、事業所・施設の

利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 

・ ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

 

問： ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、

情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

答： ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、Ｌ

ＩＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものでは

ない。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利用

者の同意は必要ない。 

 

問： 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る同意が

取れない場合には算定できないのか。 

答： 加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む原
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則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利用者又

は入所者について算定が可能である。 

 

問： ＬＩＦＥに提出すべき情報は「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ ）関連加算に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について 」（令和３年３月１６日老老発０３１６第

４号）の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該

様式例を必ず用いる必要があるのか。 

答： 

・ 「 科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様

式例の提示について 」（令和３年３月１６日老老発０３１６第４号）においてお示しをしている

とおり 、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項

目（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。 

・ ただし、 同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者

の評価等において 各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない 。 

令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．５） 

 

問： サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算

の要件である情報提出の取扱い如何。 

答： 

・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービ

スの提供を終了する日の属する月の翌月１０日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を行っていただくこ

ととしている。 

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による３０日未満のサ

ービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定

要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えな

い。 

・ 一方、長期間の入院等により、３０日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件

であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開

した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。 

※サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥 

瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

※サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

 

問： サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の

要件である情報提出の取扱い如何。 

答： 当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあ

るが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支え 

ない。                  令和３年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１０） 
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安全対策体制加算 Ｒ３：新設 

  ２０単位 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介

護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合、安

全対策体制加算として、入所初日に限り所定単位数を加算する。 

 

 

（厚生労働大臣が定める施設基準） 

イ 指定地域密着型サービス基準第１５５条第１項に規定する基準に適合していること。 

ロ 指定地域密着型サービス基準第１５５条第１項第４号に規定する担当者が安全対策に係る外部にお

ける研修を受けていること。 

ハ 当該指定地域密着型介護老人福祉施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体

制が整備されていること。 

 

●指定地域密着型サービス基準第１５５条第１項 

指定地域密着型介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措

置を講じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための

指針を整備すること。 

二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、そ

の分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。 

三 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

四 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

問： 安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けている

ことが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。 

答： 

・ 本加算は、安全対策担当者が、施設における安全対策についての専門知識等を外部における研修に

おいて身につけ、自施設での事故防止検討委員会等で共有を行い、施設における安全管理体制をよ

り一層高める場合に評価することとしている。 

・ 外部の研修としては、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、 施設のマ

ネジメント等の内容を含むものであり、関係団体（公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団

法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本慢性期医療協会等）等が開催する研修を想定してい

る。 
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問： 安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初

日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者

に対して算定することは可能か。 

答： 安全対策体制加算の算定要件を満たしている状態で新たに入所者を受け入れる場合に、 入所時

に限り算定するものであるため、算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者に対してのみ

算定可能である。 

令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ （Ｖｏｌ．２） 

 

サービス提供体制強化加算 Ｒ３：改定 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）２２単位／日（Ｒ３改定による新たな最上位区分） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）１８単位／日（Ｒ３改定前の加算Ⅰイ相当） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位／日（Ｒ３改定前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当） 

 

※日常生活継続支援加算を算定していない場合、１～３のいずれかを算定できる。 

（定員超過利用や人員基準欠如がない場合。） 

※加算Ⅰ～Ⅲの同時算定は不可。 

 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

次のいずれにも該当すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

① 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合：８０％以上 

   介 護 福 祉 士 

   介護職員の総数 

② 介護職員の総数のうち、勤続１０年以上の介護福祉士の占める割合：３５％以上 

   介 護 福 祉 士 

   介護職員の総数 

（２）提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取組を実施して

いること。 

（３）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次のいずれにも該当すること。 

（１）介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合：６０％以上 

   介 護 福 祉 士 

   介護職員の総数 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

≧ 0.8 

≧ 0.35 

≧ 0.6 
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ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

次のいずれにも該当すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

   ① 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合：５０％以上 

      介 護 福 祉 士 

   介護職員の総数 

   ② 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合：７５％以上 

      常 勤 職 員 

   看護・介護職員の総数 

③ サービスを入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤務年数７年以上の者の占める割合：３

０％以上 

      勤 務 年 数 ７ 年 以 上 の 者 

      サービスを入所者に直接提供する職員総数 

（２）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

※職員数（介護福祉士の数も含む。）の算定は、常勤換算による。 

常勤換算方法とは、 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設（事業所）において常勤の職員が勤務すべき時間数で除

することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨てる。 

「勤務延時間数」とは、勤務表上、当該施設（事業所）において従事する時間として明確に位置づけら

れている時間の合計数であり、職員１人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該

施設（事業所）において常勤の職員が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

 

≪留意事項≫ 

２（１６） 

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用

いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開し

た事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した

平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の

前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録する

ものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならな

い。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介

≧ 0.5 

≧ 0.75 

≧ 0.3 
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護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務

した年数を含めることができるものとする。 

４（１８） 

② 同一の事業所において介護予防を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行

うこととする。 

５（１６） 

② なお、この場合の介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用者への介護業務（計画作成等介護を

行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に従事してい

る時間を用いても差し支えない。 

７（１３） 

③ 提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の向上に資する取組については、サ

ービスの質の向上や利用者の尊厳の保持を目的として、事業所として継続的に行う取組を指すものと

する。 

（例） 

・ＬＩＦＥを活用したＰＤＣＡサイクルの構築 

・ＩＣＴ・テクノロジーの活用 

・高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含

めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化 

・ケアに当たり、居室の定員が２以上である場合、原則としてポータブルトイレを使用しない方針を

立てて取組を行っていること 

実施に当たっては、当該取組の意義・目的を職員に周知するとともに、適時のフォローアップや職員

間の意見交換等により、当該取組の意義・目的に則ったケアの実現に向けて継続的に取り組むものでな

ければならない。 

 

問： サービス提供体制強化加算における介護福祉士は、各月の前月の末日時点で資格を取得してい

る者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 

答： 要件における介護福祉士の取扱いは、登録証の交付まで求めるものではなく例えば、平成２１年

３月３１日に介護福祉士国家試験した者については平成２１年４月において介護福祉士として含

めることができる。 

なお、この場合において、事業者は試験合格等事実を試験センターのホームページ等で受験票

と突合する等して確認し、当該職員に対して速やかな登録を促すとともに、登録の事実を確認す

るべきものである。 

 

問： 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる業種（直接処

遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算で

きるのか。 

また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 

答： 同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇を行う職種に
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限る。）における勤続年数については通算することができる。 

また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変

更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算

することができる。 

ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。 

 

問： 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

答： 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることが

できる。 

 

問： 介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準とな

る職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちら

か一方に寄せてカウントすることは可能か。  

答： 本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド

数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割

り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を

判断することが望ましい。  

ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体

施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を本体施設とショートステイの両方につい

て用いても差し支えない。  

また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し

支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートス

テイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認めら

れない。                    平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

問： サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同

様に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除

く。）をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再

開した事業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということで

いいのか。  

答： 貴見のとおり。  

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月

以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必

要がある。  

 

問： サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得するこ

とは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、

実地指導等によって、介護福祉士の割合が６０％を下回っていたことが判明した場合は、全額返
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還となるのか。  

答： サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得するこ

とはできない。  

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないことが

判明した場合、都道府県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっ

ている。  

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強

化加算（Ⅰ）ロの算定要件を満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であ

り、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せて、後者の加算を取得するための届出を行

うことが可能である。  

平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）  

 

介護職員処遇改善加算 Ｒ３：改定 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市

町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月３１日までの間、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。  

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）算定した単位数の１０００分の８３に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）算定した単位数の１０００分の６０に相当する単位数 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ）算定した単位数の１０００分の３３に相当する単位数 

 

問： 外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、介護職員処遇改善加算の対象となる

のか。 

答： 介護職種の技能実習生の待遇について、「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であるこ

と」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が介護業務に従事している場合、ＥＰＡによ

る介護福祉士候補者と同様に、介護職員処遇改善加算の対象となる。 

平成３０年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．１） 

 

介護職員等特定処遇改善加算  

介護職員の賃金改善を実施している場合、指定都市の市長等に届け出た指定介護老人福祉施設が、入

所者に対し指定介護老人福祉施設サービスを行った場合に、指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 
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介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 算定した単位数の１０００分の２７に相当する単位数 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 算定した単位数の１０００分の２３に相当する単位数 

 

＜Ｒ４年度：改正＞ 

 介護職員等ベースアップ等支援加算  

 

処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）のいずれかを取得していることかつ、賃上げ効果の継続に資するよ

う、加算額の２／３は介護職員等のベースアップ等（※）に使用することを要件としている場合に、

市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、利用者に対し指定認知症対応型共同

生活介護を行った場合に、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準に掲げる

区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算 介護報酬総単位数の１０００分の１６に相当する単位数 

 

※ 詳細については、介護保険最新情報 vol.１１３３「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処

遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び

様式例の提示について」（令和５年３月１日老発０３０１第２号厚生労働省老健局長通知）を参照す

ること。 

 

 

 

 


